
 

 

 

 

 

 

 

 

第１０ 移動タンク貯蔵所 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第１０ 移動タンク貯蔵所（危政令第１５条） 

 

 

１ 技術基準の適用 

 移動タンク貯蔵所は、貯蔵形態、危険物の種類に応じ、技術上の基準の適用が法令上、次の

ように区分される。 

 

 

 

区 分 危 政 令 危 省 令 

積載式以外のもの 15 Ⅰ 24の 2の 4～24の 4 

 アルキルアルミニウム等 15 Ⅰ ＋ Ⅳ 24の 7・24の 8 

 アセトアルデヒド等 15 Ⅰ ＋ Ⅳ 24の 7・24の 9 

 ヒドロキシルアミン等 15 Ⅰ ＋ Ⅳ 24の 7・24の 9の 2 

積載式のもの 15 Ⅰ ＋ Ⅱ 24の 5 

 アルキルアルミニウム等 15 Ⅰ ＋ Ⅱ＋ Ⅳ 24の 7・24の 8 

 アセトアルデヒド等 15 Ⅰ ＋ Ⅱ＋ Ⅳ 24の 7・24の 9 

 ヒドロキシルアミン等 15 Ⅰ ＋ Ⅱ＋ Ⅳ 24の 7・24の 9の 2 

給油タンク車 15 Ⅰ ＋ Ⅲ 24の 6 

国際輸送用（積載式以外）のもの 15 Ⅰ ＋ Ⅴ 24の 9の 3 

 アルキルアルミニウム等 15 Ⅰ ＋ Ⅳ＋ Ⅴ 24の 7・24の 8 

 アセトアルデヒド等 15 Ⅰ ＋ Ⅳ＋ Ⅴ 24の 7・24の 9 

 ヒドロキシルアミン等 15 Ⅰ ＋ Ⅳ＋ Ⅴ 24の 7・24の 9の 2 

国際輸送用（積載式）のもの 15 Ⅰ ＋ Ⅱ＋ Ⅴ 24の 5・24の 9の 3 

 アルキルアルミニウム等 15 Ⅰ ＋ Ⅱ＋ Ⅳ

＋ Ⅴ 

24の 7・24の 8 

 

 アセトアルデヒド等 15 Ⅰ ＋ Ⅱ＋ Ⅳ

＋ Ⅴ 

24の 7・24の 9 

 

 ヒドロキシルアミン等 15 Ⅰ ＋ Ⅱ＋ Ⅳ

＋ Ⅴ 

24の 7・24の 9の 2 

 

注１ 算用数字は条、ローマ数字は項を表している。 

注２ 国際輸送用の移動タンク貯蔵所とは、国際海事機関（International Maritime 

Organization（IMO））が採択した危険物の運送に関する規定（International Maritime 

Dangerous Goods Code（IMDGコード））に定める基準に適合している旨を示す表示板（IMO

表示板）が貼付されている移動タンク貯蔵所をいう。 

 

第１０－１表 各種の移動タンク貯蔵所に適用される基準 



 

２ 移動タンク貯蔵所の車両の形式（危政令第２条第６号） 

 (1) 移動タンク貯蔵所の車両の種類としては、第１０－１図に示すように、単一車形式のも

の（一般にタンクローリーと称されているもの）及び被けん引車形式のもの（一般にセミ

トレーラーと称されているもの）があり、その各々に積載式以外のものと積載式のもの（タ

ンクコンテナを積載するもの）がある。したがって、次のように区分される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ア 単一車形式で積載式以外の移動タンク貯蔵所の例 

 

例１ 

 

 

 

 

 

 

例２ 

 

 

 

 

 

 

   （ｱ） 移動貯蔵タンクの固定方法で、板厚が 3.2㎜以上 6㎜未満、容量 4,000 L以下の

タンクに受台、脚、ステージ等を溶接し、又はボルト締によって強固に取り付け、こ

れらの受台、脚、ステージ等をＵボルト等でシャーシフレームに強固に取り付けた場

合には、積載式以外の移動タンク貯蔵所と認められる。 

   （ｲ） 灯油専用の移動タンク貯蔵所のタンクの固定方法としては、直径 14㎜以上のＵボ

ルトで４ヶ所以上をシャーシフレーム等へ固定するものは、積載式以外の移動タンク

貯蔵所として認められる。 

    

 

移動タンク貯蔵所 

単 一 車 形 式 

被 け ん 引 車 形 式 

積載式以外 

積載式 

積載式以外 

積載式 



 

イ 被けん引車形式で積載式以外の移動タンク貯蔵所の例 

 

例１ 

 

 

 

 

 

例２ 

 

 

 

 

 

   ウ 単一車形式で積載式の移動タンク貯蔵所の例 

例１ 

 

 

 

 

 

例２ 

 

 

 

 

 

   エ 被けん引車形式で積載式の移動タンク貯蔵所の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０－１図 移動タンク貯蔵所の車両の種類 



 

   （注） 第１０－２図に示す車両の形式は、移動タンク貯蔵所として認められないもので

あること。 

 

例１ 

 

 

 

 

 

 

 

例２ 

 

 

 

 

 

 

 

例３ 

 

 

 

 

 

 

 

例４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

例５ 

 

 

 

 

 

 

 

例６ 

 

 

 

 

 

 

 

例７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０－２図 移動タンク貯蔵所として認められない例 



 

３ タンクの内容積、空間容積（危政令第５条、危省令第２条、第３条関係） 

 タンクの内容積及び空間容積の算出については、次によること。 

 (1) 内容積は、次の方法により求めること。 

   （ｱ） タンクを胴・鏡板等に分けて、各部分の形状に応じた計算方法により計算し、合計

する方法 

   （ｲ） タンクの内側寸法による方法（「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令」

（平成１３年３月３０日総務省令第４５号）の改正前の規則第２条第１号イ及びロ並

びに第２号イの計算による方法） 

 第６ 屋外タンク貯蔵所、１(2)イによること。 

 なお、タンクの胴長にあっては、第１０―３図に示すところにより算出すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０－３図 タンクの胴長のとり方 



 

   （ｳ） ＣＡＤ（コンピューターによる設計）等により計算された値による方法 

   （ｴ） 実測値による方法 

   イ タンク内部に加熱用配管等の装置類を設けるタンクにあっては、これらの装置類の容

積を除いたものが内容積となること。 

 なお、防波板、間仕切板等の容積は、内容積の計算に当たっては除かないこと。 

 

４ タンク検査済証（副）（危政令第８条の２第７項、危省令第６条の４第２項） 

 (1) タンク検査済証（副）は、リベット又は接着剤等によってタンクに堅固に取り付けること。 

 (2) タンク検査済証（副）の取り付け位置は、第１０－４図に示すように原則としてタンク後部

の鏡板の中央下部とすること。ただし、次のアからウに掲げる移動タンク貯蔵所等のよう

にタンク後部の鏡坂の中央下部にタンク検査済証（副）を取り付けることが適当でないも

のにあっては、側面のタンク本体、タンクフレーム（支脚）又は箱枠等の見やすい箇所と

することができる（第１０－５図参照）。 

   ア 積載式の移動タンク貯蔵所で移動貯蔵タンクを前後に入れ替えて積載するもの 

   イ 保温又は保冷をするもの 

   ウ 移動貯蔵タンクの後部にろ過器、ホースリール等の設備を設けるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０－４図 タンク検査済証（副）取付位置 



 

例１ 保温又は保冷のタンクの場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例２ 保温又は保冷のタンクの場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例３ タンク後部に附属装置を設けるタンクの場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

例４ 積載式移動タンク貯蔵所で移動貯蔵タンクを前後入れ替えて積載するものの場合 

（箱枠の例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 圧力タンクと圧力タンク以外のタンクの区分 

 圧力タンクとは、最大常用圧力が 46.7kPa（≒70/1.5）以上のものをいい、圧力タンク以外

のタンクとは最大常用圧力が 46.7kPa（≒70/1.5）未満の移動貯蔵タンクをいう。 

 

 

６ 位置、構造及び設備の基準 

 (1) 位置 

   ア 常置場所は、屋外、屋内にかかわらず防火上安全な場所であること。 

 また、同一敷地内において複数の移動タンク貯蔵所を常置する場合にあっては、移動

タンク貯蔵所の台数が敷地面積若しくは建築面積に対して適正であること。 

   イ 建築物として取り扱っている１層２段の自走式自動車車庫の１階にあっては、上階か

らの火源の落下等を防止できる構造であれば認められるが、屋上にあっては認められな

い。 

 (2) 危政令第１５条第１項を適用する移動タンク貯蔵所 

   ア タンクの構造（危政令第１５条第１項第２号、第３号） 

   （ｱ） タンクは、厚さ 3.2㎜以上の鋼板〔JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材 SS400（以下

「SS400」という。）〕で造ること。ただし、これ以外の金属板で造る場合の厚さは、

下記の計算式により算出された数値（小数点第２位以下の数値は切り上げる。）以上

で、かつ、2.8㎜以上のものとすること（第１０－２表参照）。 

 

 

第１０－５図 特殊構造のタンクのタンク検査済証（副）取付位置 



 

 

 

 

 

 

 

       ｔ：使用する金属板の厚さ〔㎜〕 

        σ：使用する金属板の引張強さ〔Ｎ／㎜２〕 

       Ａ：使用する金属板の伸び〔％〕 

 

 最大容量が 20 kℓを超えるタンクをアルミニウム合金板で造る場合の厚さは、上記

計算式で求めた値に 1.1を乗じたものとすること。 

 

 

 

材質名 JIS記号 
引張強さ 

(Ｎ／㎜２) 

伸び 

（％） 

計算値 

(㎜) 

板厚の必要最小値 

(㎜) 

20㎘以下 20㎘超 20㎘以下 20㎘超 

ステンレス鋼

板 

SUS304 520 40 2.37 － 2.8 2.8 

SUS304L 480 40 2.43 － 2.8 2.8 

SUS316 520 40 2.37 － 2.8 2.8 

SUS316L 480 40 2.43 － 2.8 2.8 

アルミニウム

合金板 

A5052P－H34 235 7 5.51 6.07 5.6 6.1 

A5083P－H32 305 12 4.23 4.65 4.3 4.7 

A5083P－O 275 16 3.97 4.37 4.0 4.4 

A5083P－H112 285 11 4.45 4.89 4.5 4.9 

A5052P－O 175 20 4.29 4.72 4.3 4.8 

アルミニウム

板 
A1080P－H24 85 6 8.14 8.96 8.2 9.0 

溶接構造用圧

延鋼材 

SM490A 490 22 2.95 － 3.0 3.0 

SM490B 490 22 2.95 － 3.0 3.0 

高耐候性圧延

鋼材 
SPA－H 480 22 2.97 － 3.0 3.0 

 備考：表に掲げるもの以外の材料を使用する場合には、引張強さ、伸び等についての試験結果証明

書により確認すること。 

 

 

 

 

     ３  ４００×２１ 

ｔ＝             ×３．２ 

          σ×Ａ 

 

第１０－２表 ＳＳ４００以外の金属板を用いる場合の板厚の例 

 



 

   （ｲ） 圧力タンクの材質及び板厚 

 圧力タンクは、厚さ 3.2㎜以上の鋼板（SS400）又はこれと同等以上の機械的性質

を有する材料で気密に造り、かつ、常用圧力の 1.5 倍の水圧試験に合格するもので

あること。 

 なお、この鋼板以外の金属板で造る場合の厚さは、前（ｱ）に準じて算出すること。 

   （ｳ） タンク本体の応力集中防止措置 

 被けん引車形式の移動タンク貯蔵所のタンク（積載式のタンクの箱枠構造のもの

を除く。）の  部分（第１０－６図参照）には、著しく応力集中を生じるおそれの

ある附属物を設けないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （ｴ） タンク、間仕切等 

 液状の硫黄を貯蔵する移動タンク貯蔵所は、容量 4,000 L以上の容量であっても

間仕切を設けなくてもよいこと。 

   （ｵ） 動植物油類（脂肪酸エステル）等の貯蔵において、冬季に凝固する場合は、タンク

内に蒸気による加熱配管を取り付けることができる。 

 なお、加熱配管は危政令第９条第２１号イの水圧試験の例により水圧試験を行う

よう指導する。 

   イ 安全装置（危政令第１５条第１項第４号、危省令第１９条第２項） 

   （ｱ） 安全装置の構造 

     ａ 安全装置には、単動式のものと複動式のものがある。単動式のものには排気弁が

設けられており、複動式のものには排気弁に加え、吸気弁が設けられている。 

     ｂ 安全装置は、その機能が維持できるよう、容易に点検整備ができ、かつ、点検し

た場合に安全装置の作動圧力に変動をきたさない構造であること。 

第１０－６図 タンク本体の応力集中防止の範囲 



 

 例１ 複動式（排気弁開） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 例２ 複動式（吸気弁開） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 例３ 単動式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （ｲ） 安全装置の作動圧力 

 安全装置の作動圧力とは、タンク内部の圧力の上昇により当該装置の弁が開き始

めたときの当該装置に加わっている圧力をいうものであること。 

 

 

 

第１０－７図 安全装置の構造例 



 

   （ｳ） 有効吹出し面積 

 有効吹出し面積とは、タンク内部の圧力が有効に吹き出るために必要な通気の面

積をいうものであること。 

 なお、有効吹出し面積は、通常、安全装置の弁孔及び弁リフトの通気面積により

算出するが、弁孔及び弁リフトの通気部分に限らず、その他の通気部分についても

その通気面積が有効吹出し面積以下となってはならないものであること。 

     ａ 弁孔の通気面積は、下記の計算式により算出すること。 

 

 

 

  

 

        Ａ：弁孔の通気面積（㎝
２
） 

        ｄ：弁孔の内径（㎝） 

 

     ｂ 弁リフトの通気面積は、下記の計算式により算出すること。 

       Ａ１＝πｄｓ 

        Ａ１：弁リフトの通気面積（㎝
２
） 

        ｄ ：弁孔の内径    （㎝） 

        ｓ ：弁リフトの高さ  （㎝） 

 

 

     ｃ 弁体側壁（スクリーン部分の窓）の通気面積は、下記の計算式により算出すること。 

 

 

 

 

        Ａ２：弁体側壁の通気面積  （㎝
２
） 

        ａ ：弁体側壁の横の長さ （㎝） 

        ｂ ：弁体側壁の縦の長さ （㎝） 

        ｎ ：弁体側壁の数     

        ｆ ：スクリーンの空間率 （%） 

 

 

 

 

 

 

    

A＝    d
２  

    ４ 

π 

     

Ａ２＝          
１００ 

ａｂｎｆ 



 

     ｄ 弁のふたの通気面積は、下記の計算式により算出すること。 

 

 

 

 

        Ａ３：弁体側壁の通気面積（㎝
２
） 

        C ：弁体の外径    （㎝） 

        ｄ１：弁体の内径    （㎝） 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ｅ 有効吹出し面積は、２個以上の安全装置によって確保することができる。この場

合は、それぞれの安全装置の有効吹出し面積の合計が所定の有効吹出し面積以上と

なれば足りること。 

   （ｴ） 引火防止装置 

 安全装置の蒸気吹出口には、引火防止装置が設けられていること。 

 なお、当該装置を金網とする場合は、40メッシュのものとすること。 

   （ｵ） 安全装置のパッキングの材質 

 安全装置の弁と弁座の当り面は金属すり合わせによるもののほか、コルク又は合

成ゴム（アクリルニトリルゴム）製パッキングを用い、気密性を保持したものは、認

められるものであること。 

 なお、合成ゴムは耐油性を有するものに限る。 

   ウ 防波板（危政令第１５条第１項第４号、危省令第２４条の２の９） 

   （ｱ） 防波板は、厚さ 1.6㎜以上の鋼板（JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板 SPHC 以下「SPHC」

という。）又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。 

 なお、この鋼板及び第１０－３表以外の金属板で造る場合の厚さは、下記の計算

式により算出された数値（小数点第２位以下の数値は切り上げる。）以上の厚さのも

のとすること（第１０－３表参照）。 

 

 

 

 

 

      

Ａ３＝             

         
４ 

π（ C２－ｄ１
２） 



 

 

 

 

 

         ｔ ：使用する金属板の厚さ    （㎜） 

          σ ：使用する金属板の引張強さ  （Ｎ／㎜２） 

 

 

 

材 質 名 J I S 記 号 
引 張 強 さ 

(Ｎ／㎜２) 

計 算 値 

(㎜) 

板厚の必要 

最小値(㎜) 

冷 間 圧 延 鋼 板 SPCC 270 1.60 1.6 

ス テ ン レ ス 鋼 板 

SUS304 
520 1.16 1.2 

SUS316 

SUS304L 
480 1.20 1.2 

SUS316L 

アルミニウム合金板 

A5052P－H34 235 1.72 1.8 

A5083P－H32 315 1.49 1.5 

A5052P－H24 235 1.72 1.8 

A6N01S－T5 245 1.68 1.7 

ア ル ミ ニ ウ ム 板 A1080P－H24 85 2.86 2.9 

 

 

   （ｲ） 構造 

 防波板は、形鋼等（第１０－８図参照）により造り、かつ、貯蔵する危険物の動

揺により容易に湾曲しない構造とすること。 

 

 例１               例２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ２７０ 

ｔ＝          ×１．６ 

          σ 

第１０－３表 ＳＰＨＣ以外の金属板を使用する場合の板厚の例 

第１０－８図 防波板の構造 



 

   （ｳ） 取付方法 

 防波板は、第１０－９図に示すように、タンク室内の２箇所以上にその移動方向と

平行に、高さ又は間仕切板等からの距離を異にして設けること。 

 

 例１ タンク室内の支柱に高さを異にして取り付ける場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 例２ 間仕切板等に高さを異にして取り付ける場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 例３ 間仕切板等からの距離を異にして取り付ける場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （ｴ） 面積計算 

 タンク室の移動方向の垂直の最大断面積は、タンク室の形状に応じ、下記の計算

式により算出すること。 

 なお、下記の形状以外のタンク室の場合は、適当な近似計算により断面積を算出

すること。 

 

     ａ 皿形鏡板と皿形間仕切板とで囲まれたタンク室で、両端が反対方向に張り出して

いる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ａ  ： 垂直最大断面積 

       Ｌ ： タンク室胴の直線部の長さ 

       Ｌ１及びＬ２  ： 鏡板及び間仕切板等の張出し寸法 

       ｈ  ： タンク室の最大垂直寸法 

第１０－９図 防波板の取付方法 

            

Ａ＝ （ Ｌ ＋    ＋    ）×ｈ       

          

Ｌ１ Ｌ２ 

２ ２ 



 

     ｂ 皿形鏡板と皿形間仕切板とで囲まれたタンク室で、両端が同一方向に張り出して

いる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ａ  ： 垂直最大断面積 

       Ｌ  ： タンク室胴の直線部の長さ 

       Ｌ１及びＬ２  ： 鏡板及び間仕切板等の張出し寸法 

       ｈ  ：タンク室の最大垂直寸法 

 

     ｃ 平面状間仕切板で囲まれたタンク室の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ａ＝ Ｌ × ｈ 

 

       Ａ  ： 垂直最大断面積 

       Ｌ  ： 間仕切板中心間寸法 

       ｈ  ： タンク室の最大垂直寸法 

 

 

 

 

            

Ａ＝ （ Ｌ ＋    －    ）×ｈ       

          

Ｌ１ Ｌ２ 

２ ２ 



 

     ｄ 皿形鏡板と平面状間仕切板とで囲まれたタンク室の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ａ    ： 垂直最大断面積 

       Ｌ   ： タンク室胴の直線部の長さ 

       Ｌ１  ： 鏡板の張出し寸法 

       ｈ  ： タンク室の最大垂直寸法 

 

 

   エ マンホール及び注入口のふた（危政令第１５条第１項第５号） 

   （ｱ） マンホール及び注入口のふたは、厚さ 3.2㎜以上の鋼板（SS400）で造ること。 

 なお、SS400及び第１０－４表に掲げる材料以外の金属板で造る場合の厚さは、下

記の計算式により算出された数値（小数点第２位以下の数値は切り上げる。）以上で、

かつ、2.8㎜以上のものとすること。 

 

 

 

 

       ｔ ： 使用する金属板の厚さ    （㎜） 

        σ ： 使用する金属板の引張強さ  （Ｎ／㎜２
） 

       Ａ ： 使用する金属板の伸び    （%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ３  ４００×２１ 

ｔ＝           ×３．２ 

          σ×Ａ 

 

            

Ａ＝ （ Ｌ ＋    ）×ｈ       

          

Ｌ１ 

２ 



 

 

 

材 質 名 JIS記号 
引張強さ 

(Ｎ／㎜２) 

伸び 

（%） 

計算値 

(㎜) 

板厚の必要

最小値(㎜) 

ステンレス鋼板 

SUS304 520 40 2.37 2.8 

SUS304L  480 40 2.43 2.8 

SUS316 520 40 2.37 2.8 

SUS316L 480 40 2.43 2.8 

アルミニウム合金板 

A5052P－H34 235 7 5.51 5.6 

A5083P－H32 305 12 4.23 4.3 

A5083P－0 275 16 3.97 4.0 

A5083P－H112 285 11 4.45 4.5 

A5052P－0 175 20 4.29 4.3 

アルミニウム板 A1080P－H24 85 6 8.14 8.2 

溶接構造用圧延鋼材 
SM490A 490 22 2.95 3.0 

SM490B 490 22 2.95 3.0 

高耐侯性圧延鋼材 SPA－H 480 22 2.97 3.0 

 備考： 表に掲げるもの以外の材料を使用する場合には、引張強さ、伸び等についての試験結果

証明書により確認すること。 

 

   （ｲ） マンホールカバーの取り付け方法は、次に示すクランプリング方式によることがで

きる。 

 なお、材質及び厚さにあっては、前（ｱ）によること。 

 

     ａ マンホールリングとは、マンホール立ち上がり部分として使用するもの 

     ｂ マンホールカバーとは、マンホールのふたとして使用するもの 

     ｃ 注入口カバーとは、マンホールカバーに取り付けられた、注入口のふたとして使

用するもの 

     ｄ ボルトナットとは、マンホールリングとマンホールカバーを固定させるためのク

ランプリングを締めつけるものとして使用するもの 

     ｅ ガスケットとは、マンホールリングとマンホールカバーの隙間及びマンホールカ

バーと注入口カバーの隙間を気密とするために使用するもの 

 

 

 

 

 

第１０－４表 ＳＳ４００以外の金属板を使用する場合の板厚の例 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   オ 可燃性蒸気回収設備（危政令第１５条第１項第６号） 

   （ｱ） 移動貯蔵タンクに可燃性蒸気を回収するための回収口を設け、当該回収口に可燃性

蒸気を回収するためのホース（以下「回収ホース」という。）を直接結合する方式の

可燃性蒸気回収設備にあっては、次によること（第１０－１１図参照）。 

     ａ 回収口は、移動貯蔵タンクの頂部に設けること。 

     ｂ 回収口には、回収ホースを結合するための装置（以下「ホース結合装置」という。）

を設けること（第１０－１２図参照）。 

     ｃ ホース結合装置には、回収ホースを緊結した場合に限り開放する弁（鋼製その他

の金属製の物に限る。）を設けること。 

     ｄ ホース結合装置の回収ホース接続口には、ふたを設けること。 

     ｅ ホース結合装置の構造は、可燃性蒸気等が漏れないものであること。 

     ｆ ホース結合装置は、真ちゅうその他摩擦等によって火花を発し難い材料で造られ

ていること。 

    ｇ ホース結合装置の最上部と防護枠の頂部との間隔は、50㎜以上であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０－１０図 クランプリング方式のマンホールカバーの例 

第１０－１１図 回収口に直接回収ホースを結合する方式の例 



 

 例１ 安全装置と同一台座に回収口を取り付ける場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例２ マンホール蓋に回収口を取り付ける場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （ｲ） 移動貯蔵タンクのタンク室ごとに設けられる回収口の２以上に接続する配管（以下

「集合配管」という。第１０－１３図参照）を設け、当該配管に回収ホースを結合

する方式の可燃性蒸気回収設備にあっては、次によること。 

     ａ 回収口の位置は、前（ｱ）ａの例によるものであること。 

     ｂ 回収口には、それぞれ原則として底弁の開閉と連動して開閉する弁（以下「蒸気

回収弁」という。）を設けること（第１０－１４図参照）。ただし、不活性気体を封

入するタンク等に設ける蒸気回収弁は、この限りではない。 

 なお、平成６年５月３１日までに許可を受け設置されたもので、平成６年６月１

日において現に存する移動貯蔵タンクであって、各室ごとに回収口の設けられてい

るものを集合配管に変更する場合は、底弁連動方式としないことができる。 

     ｃ 蒸気回収弁と集合配管の接続は、フランジ継手、緩衝継手等により行うこと（第

第１０－１２図 ホースを結合装置の構造の例 



 

１０－１５図参照）。 

     ｄ 集合配管の先端には、ホース結合装置を設けること。 

 ホース結合装置は、前（ｱ）ｂからｅまでの例によるものであること。 

     ｅ 可燃性蒸気回収設備に設ける弁類及び集合配管は、可燃性蒸気が漏れないもので

あること。 

     ｆ 可燃性蒸気回収設備に設ける弁類及び集合配管は、鋼製その他の金属製のものと

すること。ただし、緩衝継手にあっては、この限りでない。 

     ｇ 可燃性蒸気回収設備に設ける弁類又は集合配管の最上部と防護枠の頂部との間

隔は、50㎜以上であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 例１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０－１３図 集合配管の取り付け例 



 

 

 例２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 例１ フランジ継手を使用した例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１０－１４図 蒸気回収弁の構造例 



 

例２ 緩衝継手を使用した例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   カ 側面枠（危政令第１５条第１項第７号、危省令第２４条の３第１号） 

   （ｱ） 側面枠を設けないことができる移動貯蔵タンク 

 マンホール、注入口、安全装置等がタンク内に陥没しているタンク（第１０－２７

図参照）には、側面枠を設けないことができる。 

   （ｲ） 側面枠の構造 

 側面枠の形状は、鋼板又はその他の金属板による箱形又は形鋼による枠形とする

こと。 

 なお、容量が 10 kＬ以上で、かつ、移動方向に直角の断面形状が円以外の移動貯

蔵タンクに設ける側面枠にあっては、箱形のものとすること。 

     ａ 箱形の側面枠の構造は、次によること。 

     （a） 箱形の側面枠は、厚さ 3.2 ㎜以上の鋼板（SS400）又は第１０－５表によるこ

と。また、それ以外の金属板にあっては、次の計算式により算出された数値（小

数点第２位以下の数値は切り上げる。）以上で、かつ、2.8㎜以上の厚さで造る

ものとすること（第１０－５表参照）。 

 

 

 

 

          ｔ ：使用する金属板の厚さ    （㎜） 

           σ ：使用する金属板の引張強さ  （Ｎ／㎜２
） 

 

 

 

 

 

第１０－１５図 蒸気回収弁と集合配管との接続例 

 

 

         ４００ 

ｔ＝          ×３．２ 

          σ 

 



 

 例１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 例２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 例３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０－１６図 箱形の側面枠の構造例 



 

 

 

材 質 名 J I S 記 号 
引張強さ 

(Ｎ／㎜２) 

計 算 値 

(㎜) 

板厚の必要

最小値(㎜) 

ステンレス鋼板 

SUS304 
520 2.81 2.9 

SUS316 

SUS304L 
480 2.93 3.0 

SUS316L 

アルミニウム合金板 

A5052P－H34 235 4.18 4.2 

A5083P－H32 305 3.67 3.7 

A5083P－0 275 3.86 3.9 

A5083P－H112 285 3.80 3.8 

   備考 表に掲げるもの以外の材料を使用する場合には、引張強さ、伸び等についての試験

結果証明書により確認すること。 

 

     （b） 箱形の側面枠は、第１０－１６図に示すものを標準とすること。 

     （c） 側面枠の頂部の幅は、第１０－６表によること。 

 

 

 

移動貯蔵タンクの最大容量 側 面 枠 の 頂 部 の 幅  （ ㎜ ） 

２０kL を超える ３５０以上 

１０kL 以上２０kL 以下 ２５０以上 

５kL 以上１０kL 未満 ２００以上 

５kL 未満 １５０以上 

 

     ｂ 枠形の側面枠の構造は、次によること。 

     （a） 枠形の側面枠は、次に掲げるところにより、形鋼で造ること。 

     （b） 側面枠の寸法及び板厚は、第１０－７表に掲げる移動貯蔵タンクの最大容量に

応じ、次の表に掲げる寸法及び板厚以上の寸法及び板厚を有するものとするこ

と。 

 

 

 

 

 

 

第１０－５表 ＳＳ４００以外の金属板を用いる場合の板厚の例 

第１０－６表 側面枠の頂部の幅 



 

 

 

材 質 名 ＪＩＳ記号 
引張強さ 

(Ｎ／㎜２) 

側面枠の寸法及び板厚ａ×ｂ×ｔ（㎜） 

移動貯蔵タンクの最大容量 

10 kL以上 
5 kL以上 10 

kL未満 
5 kL未満 

一般構造用 

圧 延 鋼 板 
SS400 400 100×50×6.0 100×50×4.5 90×40×3.2 

ステンレス 

鋼 板 

SUS304 
520 100×50×4.7 100×50×3.5 90×40×2.5 

SUS316 

アルミニウム

合 金 板 

A5052P－H34 235 100×50×10.3 100×50×7.7 90×40×5.5 

A5083P－H32 305 100×50×7.9 100×50×6.0 90×40×4.2 

 
形

状

図 

 

 

 

 

 

   （c） 前（b）以外の金属を使用する場合は、下記の計算式により算出された数値（小数

点第２位以下の数値は切り上げる。）以上の厚さのものとすること。 

 

 

 

         ｔO：使用する材料の板厚    （㎜） 

         ｔ ：SS400 の場合の板厚    （㎜） 

          σ ：使用する材料の引張強さ  （Ｎ／㎜２
） 

 

   （d） 枠形の側面枠は、第１０－１７図に示すものを標準とすること。 

   （e） 枠形の側面枠の隅部Ａ及び接合部Ｂには、それぞれ隅部補強板及び接合部補強板を

設けること（第１０－１７図参照）。 

   （f） 隅部補強板及び接合部補強板は、厚さ 3.2㎜以上の鋼板（SS400）又は第１０－５

表に掲げる必要最小厚さ以上の厚さとすること。また、下記計算式により算出された

数値（小数点第２位以下の数値は切り上げる。）以上で、かつ、2.8 ㎜以上のものと

すること。 

 

 

 

       ｔ ：使用する金属板の厚さ    （㎜） 

        σ ：使用する金属板の引張強さ  （Ｎ／㎜２） 

第１０－７表 枠形の側面枠の形鋼の寸法及び板厚 

 

       ４００ 

ｔO＝        × ｔ 

        σ 

 

 

         ４００ 

ｔ＝           ×３．２ 

          σ 

 

ｂ 

 

ａ 
ｔ 

 

 



 

   （g） 隅部補強板及び接合部補強板の形状は、直角三角形を標準とすること。 

   （h） 隅部補強板の大きさは、側面枠の水平部材及び垂直部材のうち、いずれか短い方の

部材の内側寸法１／２以上の長さを対辺としたものとすること。 

 

  例１ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  例２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

（注）ℓ１： 垂直部材内側寸法 

ℓ２： 水平部材外側寸法 

ℓ３： 水平部材内側寸法 

 

（注）ℓ１： 垂直部材内側寸法 

ℓ２： 水平部材外側寸法 

ℓ３： 水平部材内側寸法 



 

 例３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （i） 接合部補強板の大きさは、側面枠の水平部材の外側寸法の１／２以上の長さを対辺

としたものとする。 

   （j） 接合部補強板の斜辺部分は、30 ㎜以上折り曲げること（第１０－１７図、例１参

照）。 

     ｃ 側面枠の当て板（タンク胴板に側面枠の部材を溶接する部分を保護するための側

面枠とタンク胴板との間に設ける板をいう。以下同じ。）は、次によること。 

     （a） 当て板は、（ｲ）ａ（a）によること。 

     （b） 当て板は、第１０－１８図に示すように、側面枠の取り付け部分から 20㎜以

上張り出すものであること。 

 

 例１ 箱形の側面枠に設ける当て板 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）ℓ１  ： 垂直部材内側寸法 

ℓ２  ： 水平部材外側寸法 

ℓ３､ℓ４： 水平部材内側寸法 

第１０－１７図 枠形の側面枠の構造例 



 

 例２ 枠形の側面枠に設ける当て板 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （ｳ） 側面枠の取付方法 

     ａ 単一車形式の側面枠の取付位置は、第１０－１９図例１に示すように、移動貯蔵

タンクの前端及び後端から水平距離で当て板を除く側面枠全体が１ｍ以内で、かつ、

移動貯蔵タンクの胴長の１／４の距離以内とする。 

 

例１ 単一車形式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０－１８図 当て板 



 

例２ 被けん引車形式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ｂ 被けん引車形式の側面枠の取付位置は、第１０－１９図例２に示すように、移動

貯蔵タンクの前端及び後端から水平距離で当て板を除く側面枠全体で移動貯蔵タ

ンクの胴長の１／３の距離以内とする。 

     ｃ 側面枠は、第１０－２０図に示すように、移動タンク貯蔵所の後部立面図におい

て、当該側面枠の最外側と当該移動タンク貯蔵所の最外側とを結ぶ直線（以下「最

外側線」という。）と地盤面とのなす角度β（以下「接地角度」という。）が 75°以

上で、かつ、貯蔵最大数量の危険物を貯蔵した状態における当該移動タンク貯蔵所

の重心点Ｇ（以下「貯蔵時重心点」という。）と当該側面枠の最外側とを結ぶ直線と

貯蔵重心点から最外側線におろした垂線とのなす角度α（以下「取付角度」という。）

が 35°以上となるように設けること。 

     ｄ 移動貯蔵タンクの側面枠及び接地角度計算において用いる貯蔵物重量は、道路運

送車両法の最大積載量を用いることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０－１９図 側面枠取付位置 

第１０－２０図 側面枠取付図 



 

     （a） 最外側線の決定にあたっては、第１０－２１図に示すように、フェンダ、取り

外し可能なホースボックス、はしご等容易に変形する部分は、移動タンク貯蔵

所の最外側とみなさないこと。 

 

 例１ 側面枠頂点とタイヤ側面を結んだ例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 例２ 側面枠頂点とステップ頂点とを結んだ例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 例３ 側面枠頂点とタンク側面とを結んだ例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     （b） 貯蔵時重心点の位置は、次式により算出されること。ただし、被けん引車形式

の場合の空車の車両重量は、けん引車を含めた車両重量とする。 

 

 

 

 

       Ｈ１ ：空車時重心高 （㎜） 

       Ｈ２ ：貯蔵物重心高 （㎜） 

       Ｗ１ ：空車の車両重量 （㎏） 

       Ｗ２ ：貯蔵物重量 （㎏） 

 

    （注）① 空車時重心高Ｈ１は、次式により算出されること。 

 

 

 

 

       ｗｉ ：車両各部の部分重量 （㎏） 

       ｈｉ ：ｗｉ重量部分の重心の地盤面からの高さ （㎜） 

       Ｗ１  ：空車の車両重量 （㎏） 

 

       ② 貯蔵物重心高Ｈ２は、空車時におけるタンク本体の重心の地盤面からの高さ

と同じとすること。 

 

 

 

第１０－２１図 最外側線の決定 

Ｗ１×Ｈ１＋Ｗ２×Ｈ２ 

Ｈ＝ 

       Ｗ１＋Ｗ２ 

Σ（ｗｉ×ｈｉ） 

Ｈ１＝ 

       Ｗ１ 



 

       ③ 貯蔵物重量Ｗ２の算出に当たり貯蔵物の比重は、比重証明書等による比重と

すること。ただし、次の危険物にあっては、比重証明書等によらず、次の数値

によることができる。 

ガソリン 0.75 

灯油 0.80 

軽油 0.85 

重油 0.93 

潤滑油 0.95 

アルコール 0.80 

 

     ｅ 側面枠の取り付けは、溶接によることを原則とすること。ただし、保温又は保冷

のために断熱材を被覆する移動タンク貯蔵所等に補強部材（移動貯蔵タンクに溶接

により取り付けること。）を設け、これにボルトにより固定する場合等にあっては、

この限りでない。 

     ｆ 保温又は保冷をする移動貯蔵タンクで、その表面を断熱材で被覆するものの取り

付けは、次によること。 

     （a） 断熱材が厚さ 3.2㎜以上の鋼板（SS400）又はこれと同等以上の強度を有する

金属板で被覆されている場合は、側面枠を直接当該被覆板に取り付けることが

できる。 

     （b） 断熱材が前（a）以外のもので被覆されている場合は、第１０－２２図及び第

１０－２３図に示すように、被覆板の下部に補強部材を設け、これに側面枠を

取り付けるか又は第１０－２４図に示すように、タンク胴板に直接側面枠を取

り付けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０－２２図 外板の下部に補強部材を設ける側面枠の例 

（側面枠と補強部材と溶接接合する場合） 



 

 例１ 箱形側面枠の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 例２ 枠形側面枠の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０－２３図 外板の下部に補強部材を設ける側面枠の例 

（側面枠と補強部材とをボルト締めにより接合する場合） 

第１０－２４図 タンク胴板に直接取り付ける側面枠の例 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     （c） 補強部材の寸法及び板厚は、（ｲ）ｂ（b）、（c）の例によること（第１０－２２

図及び第１０－２３図参照）。 

     （d） 取付座は、次によること。 

       ① 取付座の材質及び板厚は、（ｲ）a（a）の例によること。 

       ② 取付座の大きさは、第１０－２５図に示すように、補強部材の取り付け部分

から 20㎜以上張り出すものとするとともに取付座と側面枠の取付けを（ｲ）ｃ

（b）の当て板の取付方法に準じて行うこと。 

     （e） 側面枠と補強部材との接合は、溶接又は次のボルト締めにより行うこと。 

       ① 締付けボルトは、六角ボルト（JIS B 1180）のＭ12以上のものを使用すること。 

       ② 締付けボルトの材質は、SS400 又はステンレス鋼材 SUS304（以下「SUS304」

という。）とすること。 

       ③ 締付けボルトの本数は、次によること。 

・ 箱型側面枠の場合は、当該側面枠取付部１箇所につき、第１０－８表に定

める移動貯蔵タンクの容量の区分に応じた本数以上とすること。 

 

移動貯蔵タンク 

の最大容量 

締付けボルト 

本数 
締付けボルト配列の例 

10 kL以上 ７ 

 

 

 

 

5 kL以上 

10 kL未満 
６ 

 

 

 

 

第１０－２５図 取付座の大きさ 

側面枠 

側面枠 

取付座 

締付け 
ボルト 

取付座 

締付け 
ボルト 

第１０－８表 締付けボルトの本数と配列の例 



 

5 kL未満 ５ 

 

 

 

 

 

・ 枠形側面枠の場合は、当該側面枠取付部１箇所につき５本以上とすること。 

また、締付ボルトの配列は、１のボルトに応力が集中しない配列とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   キ 防護枠（危政令第１５条第１項第７号、危省令第２４条の３第２号） 

   （ｱ） 防護枠を設けないことができる移動貯蔵タンク 

 マンホール、注入口、安全装置等の附属装置が、第１０－２７図に示すように、タ

ンク内に 50㎜以上陥没しているものには、防護枠を設けないことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

側面枠 

取付座 

締付け 
ボルト 

第１０－２６図 締付けボルト配列の例 

第１０－２７図 附属装置が陥没しているタンクの例 

側面枠 

取付座 

締付ボルト 



 

   （ｲ） 防護枠の構造 

 防護枠は、鋼板で四方を通し板補強を行った底部の幅が 120 ㎜以上の山形とした

もの（以下「四方山形」という。）とすること。 

 ただし、移動貯蔵タンクの移動方向に平行に設ける枠の長さが、移動貯蔵タンク

の長さの 2/3 以上の長さとなるものにあっては、移動貯蔵タンクの移動方向に平行

に設ける枠の部分を通し板補強を行った底部の幅が 120 ㎜以上の山形としたもの

（以下「二方山形」という。）とすることができる。 

     ａ 防護枠の高さ 

 防護枠の高さは、その頂部が附属装置より 50 ㎜以上の間隔を必要とするが、附

属装置を防熱又は防じんカバーで覆う移動貯蔵タンクにあっては、防熱又は防じん

カバーの厚さ（防熱又は防じんカバーの内側にグラスウール等の容易に変形する断

熱材を張り付けた構造のものである場合は、当該断熱材の厚さ（to）を除く。）に 50

㎜を加えた値以上とすること（第１０－２８図参照）。この場合、防熱又は防じん

カバーの頂部は、防護枠の頂部を超えないものとすること。 

 

 例１ 内側に断熱材が張り付けられていないもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 例２ 内側に断熱材が張り付けられているもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 例３ 防熱又は防じんカバーの間に断熱材が張り付けられているもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ｂ 防護枠の材質及び板厚 

 防護枠は、厚さ 2.3㎜以上の鋼板（ＳＰＨＣ）とすること。 

 なお、この鋼板以外の金属板で造る場合は、下記計算式により算定された数値（小

数点第２位以下の数値は切り上げる。）以上の厚さのものとすること（第１０－９

表参照）。 

 

 

 

 

         ｔ ：使用する金属板の厚さ    （㎜） 

          σ ：使用する金属板の引張強さ  （Ｎ／㎜２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０－２８図 防熱又は防じんカバーを設ける移動貯蔵タンクの防護枠 

 

        ２７０ 

ｔ ＝            ×２．３ 

         σ 

 



 

 

 

材 質 名 J I S 記 号 
引張強さ 

(Ｎ／㎜２) 

計算値 

(㎜) 

板厚の必要

最小値(㎜) 

冷 間 圧 延 鋼 板 SPCC 270 2.30 2.3 

ステンレス鋼板 

SUS304 
520 1.66 1.7 

SUS316 

SUS304L 
480 1.73 1.8 

SUS316L 

アルミニウム合金板 

A5052P－H34 235 2.47 2.5 

A5083P－H32 315 2.13 2.2 

A5083P－0 275 2.28 2.3 

A6063P－T6 206 2.64 2.7 

アルミニウム板 A1080P－H24 85 4.10 4.1 

備考 表に掲げるもの以外の材料を使用する場合には、引張強さ、伸び等についての

試験結果証明書により確認すること。 

 

     ｃ 防護枠の形状・寸法 

 防護枠は、第１０－２９図例１に示すものを標準とすること。ただし、最大容量

が 20kL 以下の移動貯蔵タンクは、例２から例５に、また、最大容量が 20kL を超

える移動貯蔵タンクに設ける防護枠は、例４又は例５によること。 

 

例１ 四方山形のもの 

 

 

 

 

 

 

 例２ 二方山形（山形部分一枚造り）のもの 

 

 

 

 

 

 

 

第１０－９表 ＳＰＨＣ以外の金属板を用いる場合の板厚の例 



 

 例３ 二方山形（山形部分接ぎ合せ作り）のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 例４ 二方山形（山形部分一枚作り）のもの 

 （注） 前部は、直径 50㎜以上の上部折り曲げ形構造又はパイプ溶接構造とすること。 

 後部は、例２の構造とすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 例５ 二方山形（山形部分接ぎ合せ作り）のもの 

 （注） 前部は、直径 50㎜以上の上部折り曲げ形構造又はパイプ溶接構造とすること。 

 後部は、例３の構造とすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０－２９図 防護枠の構造 



 

   （ｳ） 防護枠の取付方法 

     ａ 防護枠は、マンホール等の附属装置が防護枠の内側になる位置に設けること。 

     ｂ 防護枠の取付けは、溶接によることを標準とすること。 

防護枠の通し板補強は、スポット溶接又は断続溶接によることができる。この場

合において、各溶接部間の間隔は 250㎜以下とすること。 

     ｃ 保温又は保冷を必要とする移動貯蔵タンクで、その表面を断熱材で被覆するもの

の防護枠の取付けは、次によること。 

     （a） 断熱材がア（ｱ）の鋼板等の金属板で被覆されている場合は、防護枠を直接当

該被覆板に取り付けることができる。 

     （b） 断熱材が（a）以外のもので被覆されている場合は、第１０－３０図及び第１

０－３１図に示すように、被覆板の下部に補強部材を設け、これに防護枠を取

り付けるか、又は第１０－３２図に示すように、タンク胴板に直接防護枠を取

り付けること。 

 なお、断熱効果を良くするため防護枠に切り欠きを設ける等の溶接部を減少

する場合の溶接線の長さは、防護枠の一の面の長さの２／３以上とすること。 

     （c） 補強部材は、次に掲げる形鋼で造ること。 

       ① SS400 を用いて造る場合は、次の表に掲げる寸法及び板厚以上を有するもの

とすること。 

 

 

補 強 部 材 の 種 類 寸法及び板厚  ａ×ｂ×ｔ （㎜） 

円周方向補強部材 

Ｌ25×25×3 

 

 

 

 

 

長手方向補強部材 

垂直方向補強部材 

 

       ② SS400以外の金属板を用いて造る場合は、下記の計算式により算出された数

値（小数点第２位以下の数値は切り上げる。）以上の厚さのものとすること。 

 

 

 

 

        ｔＯ：使用する材料の板厚    （㎜） 

         σ ：使用する材料の引張強さ  （Ｎ／㎜２） 

 

     （d） 垂直方向補強部材は、タンク長手方向に１ｍ以下の間隔で配置するとともに、

第１０－１０表 補強部材の寸法及び板厚 

 
       ４００ 
ｔＯ ＝          ×３．０ 
        σ 

 

ａ 

ｂ 

ｔ 



 

次に掲げる当て板を介してタンク胴板と接合すること。この場合の当て板と垂直

方向補強部材とは溶接接合とし、当て板の大きさは垂直方向補強部材の取付位置

から 20 ㎜以上張り出すものとすること（第１０－３０図、第１０－３１図及び

第１０－３４図参照）。 

 防護枠と補強部材との接合は、溶接又は、次によりボルト締めにより行うこと。 

       ① 締付けボルトは、六角ボルト（JIS B 1180）のＭ８以上のものを使用すること。 

       ② 締付けボルトの材質は、SS400又は SUS304とすること。 

       ③ 締付けボルトは 250㎜ごとに１本以上の間隔で設けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０－３０図 被覆板の下部に補強部材を設ける防護枠（溶接接合する場合） 

第１０－３１図 被覆板の下部に補強部材を設ける防護枠

（ボルト締め接合する場合） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０－３２図 タンク胴板に直接取り付ける防護枠 

第１０－３３図 防護枠とタンク胴板との間の溶接線の減少例 

（断熱効果を良くするため防護枠の溶接部を減少した例） 

第１０－３４図 補強部材用当て板の大きさ 



 

     ｄ 移動タンク貯蔵所の防護枠の後部に、後方確認用のカメラを設置することができ

る。 

 なお、危政令第１５条第１項第１３号の規定に適合し、かつ、防護枠の強度に影

響を与えないものであること。 

   ク 底弁（危政令第１５条第１項第９号） 

   （ｱ） 構造 

     ａ 底弁の構造は、手動閉鎖装置の閉鎖弁と一体となっているものであること。 

 

 

 

例１ 移動貯蔵タンクの上部において底弁を開閉する構造のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 例２－１ 地盤面上において底弁を開閉する構造のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 例２－２ 地盤面上において底弁を開閉する構造のもの（検水配管用底弁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０－３５図 底弁の構造例 



 

     ｂ 移動貯蔵タンクの下部に設ける排出口の直径については、下図の A の部分の直径

とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ｃ 小分けを目的とするホースリール付移動タンク貯蔵所（灯油専用）の吐出口は、

ホースリール付ノズル以外に設ける場合には、危政令第１５条第１項第９号の規定

に適合するものであること。 

     ｄ 底弁は、空気圧作動する機器により開閉する構造とすることができる。 

   ケ 底弁の閉鎖装置（危政令第１５条第１項第９号、第１０号、危省令第２４条の４） 

   （ｱ） 手動閉鎖装置の構造 

     ａ 手動閉鎖装置は、緊急レバーを手前に引くことにより、当該装置が作動するもの

であること（第１０－３６図参照）。 

 

 例１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

例２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 例３（エアー式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ・平常時 

 元弁⑨を「開」にした後、底弁操作バルブ⑩を「開」にすると圧縮エアーが底弁内

部のシリンダ④の上部に供給され、シリンダ自体が上方に押し上げられることにより

バルブ③が「開」となる。底弁操作バルブ⑩を「閉」にすると、シリンダ上部のエア



 

ーはクイックリリースバルブ⑪のエアー排出口により大気に開放されるため、スプリ

ング⑥の力によりバルブ③は「閉」の状態となる。 

    ・緊急時 

 手動式緊急弁⑫を手前に引くと、底弁のシリンダ上部のエアーは大気に開放され

るため、スプリング⑥の力によりバルブ③は「閉」の状態となる。 

 

 

 

 

     ｂ 緊急レバーは、次によること。 

     （a） 緊急レバーの長さは、レバー作動点がレバーの握りから支点より離れた位置に

ある場合にあっては、レバーの握りから支点までの間、作動点がレバーの握り

からレバーの支点より近い位置にある場合にあっては、レバーの握りから作動

点までの間が 150㎜以上であること（第１０－３７図参照）。 

 

 例１ 握り部と作動点の間に支点がある場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０－３６図 手動底弁閉鎖装置の構造例 



 

 例２ 握り部と支点の間に作動点がある場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     （b） 緊急レバーの取付位置は、次に掲げる場所の操作しやすい箇所とすること。た

だし、積載式移動タンク貯蔵所で移動貯蔵タンクを前後に入れ換えて積載する

ものにあっては、いずれの場合にも緊急レバーの取り付け位置が次に掲げる場

所にあること。 

       ① 配管の吐出口がタンクの移動方向の右側、左側又は左右両側にある場合あっ

ては、タンク後部の左側 

       ② 配管の吐出口がタンクの移動方向の右側、左側又は左右両側及び後部にある

場合にあっては、タンク後部の左側及びタンク側面の左側 

       ③ 配管の吐出口がタンクの後部にのみある場合にあっては、タンク側面の左側 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０－３７図 緊急レバーの構造 



 

 

 

緊 急 レ バ ー の 位 置 緊 急 レ バ ー 及 び 吐 出 口 の 位 置 略 図 

① タンク後部の左側 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② タンク後部の左側及び 

タンク側面の左側 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ タンク側面の左側 

 

 

 

 

 

   （ｲ） 自動開閉装置の構造 

     ａ 自動開閉装置は、移動タンク貯蔵所又はその付近が火災となり、移動貯蔵タンク

の下部が火災を受けた場合に、火炎の熱により、底弁が自動的に閉鎖するものであ

ること。 

     ｂ 自動閉鎖装置の熱を感知する部分（以下「熱感知部分」という。）は、緊急レバー

又は底弁操作レバーの付近で、かつ、火炎を感知するように設けること。 

     ｃ 熱感知部分は、易溶性金属その他火炎の熱により容易に溶融する融点 100℃以下

の材料を用いること。 

 

 

第１０－１１表 緊急レバーの取付位置 

緊急レバー 

吐出口 

移動方向 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  易溶性金属①が火炎によって加熱され溶断すると、易溶性金属と接続されているばね②が

ばね固定ピン③の方向に縮むので、ストッパ④が受金⑤、ロッド⑥を押し動かすこととなり、

底弁が自動的に閉鎖される。 

 

 

 

 

 

金 属 の 名 称 融点 

（℃） 

化 学 成 分 （ ％ ） 

Ｂｉ Ｐｂ Ｓｎ Ｃｄ 

ロ ー ズ 合 金 100 50  28  22  

ニュートン合金 95 50  31.25  18.75  

ダ ル セ 合 金 93 50 25 25  

ウ ッ ド 合 金 71 50  24  14  12 

リボウイッツ合金 60 50  27  13  10 

Ｌ － ９ ０ 合 金 92 52 40    8 

Ｕアロイ９１合金 91 51.65  40.2    8.15 

 

 

     ｄ 自動閉鎖装置を設けないことができる底弁は、次のとおりであること。 

     （a） 直径が 40㎜以下の排出口に設ける底弁 

     （b） 引火点が 70℃以上の第四類の危険物の排出口に設ける底弁 

   （ｳ） 緊急レバーの表示 

     ａ 表示事項 

 表示は、表示内容を「緊急レバー手前に引く」とし、周囲を枠書きした大きさ 63

㎜×125㎜以上とすること。また、文字及び枠書きは、反射塗料、合成樹脂製の反

射シート等の反射性を有する材料で表示すること（第１０－３９図参照）。 

       表示する文字の字体、大きさ及び色は次に掲げるものを標準とする。 

第１０－３８図 自動閉鎖装置の構造例 

第１０－１２表 易溶性金属の融点及び成分の例 



 

（a） 文字は、丸ゴシック体とする。 

     （b） 文字の大きさは、「緊急レバー手前に」の文字については15 ㎜×15 ㎜、「引く」

の文字については 22㎜×22㎜とする。 

     （c） 地の色は、白色（マンセル記号Ｎ－9.5）とし、文字及び枠書きの色は、赤色

（マンセル記号５Ｒ４／１０）とする。ただし、表示板にアルミニウム合金板を

使用する場合は、地の色は、アルミニウム合金板の地色で足りる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ｂ 表示の方法 

 表示は、直接タンク架台面に行うか又は表示板若しくはシートで行うこと。 

     ｃ 表示板又は表示シートの材質 

 表示板の材質は、金属又は合成樹脂とし、表示シートの材質は、合成樹脂とする。 

     ｄ 表示の位置 

 表示の位置は、緊急レバーの直近の見やすい箇所とすること（第１０－４０図参

照）。 

     ｅ 表示板の取付方法 

 表示を表示板に行う場合は、前ｄに定める位置に溶接、リベット、ねじ等により

強固に取り付けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第１０－４０図 緊急レバーの表示位置の例 

第１０－３９図 緊急レバー表示例 

緊 急 レ バ ー 

手前に引く 
６３ 

２２ 

２２ 

１２５ 

１５ 

１５ 

地色：白 

文字及び枠書き：赤色（反射塗料） 

緊急レバー 緊急レバーの表示 



 

 

     ｆ 補助の表示 

 移動タンク貯蔵所のうち、貯蔵する危険物の検水をするための配管（以下「検水

管」という。）を設けるものにあっては、緊急レバーの直近の見易い箇所に緊急レ

バーの表示のほか、次により補助の表示を設けること。 

     （a） 表示事項 

 荷おろし配管の緊急レバーにあっては「荷おろし管」、検水管の緊急レバーに

あっては「検水管」を表示すること。 

     （b） 表示の大きさ、表示の方法等 

       ① 表示の大きさは、第１０－４１図に示すものを標準とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ② 文字の字体、色、表示の方法及び表示板又は表示シートの材質は、前ｂ、ｃ

及びｄの例によるものであること。 

   コ 底弁の損傷を防止するための措置（危政令第１５条第１項第１１号） 

 損傷防止措置は、次の（ｱ）、（ｲ）又はこの組合せによるものであること。ただし、危

省令第２４条の５第３項により設置許可される積載式移動タンク貯蔵所は、損傷防止措

置が講じられているものとみなすこと。 

   （ｱ） 配管による方法 

     ａ 配管による場合は、底弁に直接衝撃が加わらないように、配管の一部に直角の屈

曲部を設けて衝撃力を吸収させるようにすること（第１０－４２図参照）。 

     ｂ 吐出口付近の配管は、固定金具を用いてサブフレーム等に固定すること（第１０

－４３図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

荷おろし 検 水 管 

１００㎜ 

５０㎜ 

第１０－４１図 表示の例 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 例１ 鋼帯による固定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 例２ Ｕボルトによる固定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０－４２図 配管による方法 

第１０－４３図 吐出口付近の配管の固定 



 

   （ｲ） 緩衝用継手による方法 

     ａ 緩衝用継手の取付け例は、第１０－４４図のとおりであること。 

     ｂ 緩衝用継手による場合は、底弁に直接衝撃が加わらないように吐出口と底弁の間

のすべての配管の途中に例１又は例２のいずれかの緩衝用継手を設けること。 

     ｃ 緩衝用継手は、フレキシブルチューブにあっては金属製で可撓性に富む材質で密

閉し、その周囲を金属製の覆い金具で造られ、かつ、配管の円周方向又は軸方向の

衝撃に対して効力を有するものであること。 

     ｄ 吐出口付近の配管は、固定金具を用いてサブフレーム等に固定すること（第１０

－４３図参照）。 

 

 例１ フレキシブルチューブによる方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 例２ 可撓結合金具による方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第１０－４４図 緩衝用継手による方法 



 

   サ 電気設備（危政令第１５条第１項第１３号） 

   （ｱ） 可燃性蒸気が滞留するおそれのある場所 

 可燃性蒸気が滞留するおそれのある場所とは、危険物を常温で貯蔵するものにあ

っては、引火点が 40℃未満のものを取り扱う移動貯蔵タンクのタンク室内、防護枠

内、給油設備を覆い等で遮へいした場所（遮へいされた機械室内）等とすること。

ただし、次のような通風換気が良い場所は、遮へいされた場所に該当しない。 

     ａ 上方の覆いのみで周囲に遮へい物のない場所 

     ｂ 一方又は二方に遮へい物があっても他の方向が開放されていて十分な自然換気

が行われる場所 

     ｃ 強制的な換気装置が設備され十分な換気が行われる場所 

   （ｲ） 電気設備の選定 

     ａ 移動タンクの防護枠内の電気設備 

     （a） 電気機器は、耐圧防爆構造、内圧防爆構造又は本質安全防爆構造とすること。 

     （b） 配線類は、必要とされる電気の容量を供給できる適切なサイズと強度を持った

ものとすること。 

 また、取付けに際しては、物理的な破損から保護する構造とし、キャブタイヤ

ケーブル以外の配線は金属管又はフレキシブルチューブ等で保護すること。 

    ｂ 遮へいされた機械室内 

     （a） モーター、スイッチ類等は安全増防爆構造以上の防爆構造機器とすること。た

だし、金属製保護箱の中に収納されているスイッチ、通電リールの電気装置は、

この限りではない。 

     （b） 配線類は、前ａ（b）によること。 

     （c） 照明機器は、防水型で破損し難い構造（防護カバー付き）又は安全増防爆構造

相当品とすること。 

     （d） 端子部は、金属製保護箱でカバーすること。 

   （ｳ） ポンプ設備 

     ａ 移動タンク貯蔵所の隔壁を設けた部分にモーターポンプを固定積載し、動力源を

外電（電力会社から配電されるもの）から受電して、ポンプを駆動させ、タンクへ

燃料を注入する取扱いはモーター及びポンプが火災予防上安全な構造のものであ

り、かつ、適切に積載し固定されている場合は認められる。ただし、取扱油種は、

引火点が 40℃以上の危険物に限られるものであること。 

     ｂ 被けん引車式移動タンク貯蔵所のトラクター側に作動油タンク及び油圧ポンプ

を、トレーラー側にオイルモーター及び吐出用ポンプを積載し、エンジンミッショ

ンから動力伝動軸を介してトラクター側の油圧ポンプを作動させ、この油圧により

トレーラー側のオイルモーターを介して吐出用ポンプを作動させる構造のものは

認めることができる。ただし、取扱油種は、危政令第２７条第６項第４号ハの規定

により、引火点が 40℃以上の危険物に限られるものであること。 

   シ 接地導線（危政令第１５条第１項第１４号） 



 

   （ｱ） 静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物とは、第四類の危険物のう

ち、特殊引火物、第１石油類、第２石油類をいう。 

   （ｲ） 接地導線は、良導体の導線を用い、ビニール等の絶縁材料で被覆すること又はこれ

と同等以上の導電性、絶縁性及び損傷に対する強度を有するものであること。また、

先端に接地電極等と緊結することができるクリップ等を取り付けたものであること。 

   （ｳ） 接地導線は、導線に損傷を与えることのない巻取り措置等に収納すること（第１０

－４５図参照）。 

 

  例１                 例２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ス 注入ホース（危政令第１５条第１項第１５号） 

   （ｱ） 材質構造等 

     ａ 注入ホースの材質等は、次によること。 

     （a） 材質は、取り扱う危険物によって侵されるおそれのないものであること。 

     （b） 弾性に富んだものであること。 

     （c） 危険物の取扱い中の圧力等に十分耐える強度を有するものであること。 

     （d） 内径及び肉厚は、均整で亀裂、損傷等がないものであること。 

     ｂ 結合金具は、次によること。 

     （a） 結合金具は、危険物の取扱い中に危険物が漏れるおそれのない構造のものであ

ること。 

     （b） 結合金具の接合面に用いるパッキンは、取り扱う危険物によって侵されるおそ

れがなく、かつ、接合による圧力等に十分耐える強度を有するものであること。 

     （c） 結合金具（危省令第４０条の５第１項に規定する注入ノズル（以下「注入ノズ

ル」という。）を除く。）は、ねじ式結合金具、突合せ固定式結合金具又はこれ

と同等以上の結合性を有するものであること。 

       ① ねじ式結合金具を用いる場合は、次によること。 

       （ｉ） ねじは、その呼びが 50以下のものにあっては JIS B 0202「管用平行ね

じ」、その他のものにあっては JIS B 0205-4「一般用メートルねじ第４部：

基準寸法」のうち、次表に掲げるものとすること。 

第１０－４５図 巻取り装置の例 



 

 

 

ねじの呼び ピッチ 

め ね じ 

谷 の 径 有 効 径 内 径 

お ね じ 

外 径 有 効 径 谷 の 径 

 ６４ ３     64.000㎜     62.051㎜    60.752㎜ 

 ７５ ３  75.000  73.051  71.752 

 ９０ ３  90.000  88.051  86.752 

１１０ ３ 110.000 108.051 106.752 

１１５ ３ 115.000 113.051 111.752 

 

       （ｉｉ） 継手部のねじ山数は、めねじ４山以上おねじ６山以上とすること。 

       ② 突合せ固定式結合金具を用いる場合は、第１０－４６図に示すものであること。 

     （d） 注入ノズルは、危険物の取扱いに際し、手動開閉装置の作動が確実で、かつ、

危険物が漏れるおそれのない構造のものであること。 

 また、ノズルの先端に結合金具を有さないものにあっては、開放状態で固定す

る機能を有さないものであること。 

     ｃ 前シ（ｱ）に掲げる危険物を貯蔵し、又は取り扱う注入ホースの結合金具は、相互

に導線等により電気的に接続されているものであること。 

     ｄ 注入ホース長さは、必要最小限のものとすること。 

     ｅ 注入ホースには、製造年月日及び製造業者名（いずれも略号による記載を含む。）

が容易に消えないように表示されているものであること。 

 

 例１ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

第１０－１３表 



 

例２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （ｲ） 注入ホース、結合金具 

     ａ 小分けを目的とするホースリール付移動タンク貯蔵所（灯油専用）の注入ホース

の長さは、必要最小限の長さに止めること。 

     ｂ 移動タンク貯蔵所の吐出口と注入ホースを結合する結合金具として、ホースカッ

プリング（ワンタッチ式）の使用は認められるものであること。 

     ｃ 貯蔵する危険物の流れの確認及び目視検査を行うため、移動タンク貯蔵所の注入

ホースの結合金具に強化ガラス（直径 39㎜のパイレックス製、耐圧試験圧力 2.4Ｍ

Ｐａ、最高使用温度 300℃）のサイトグラス及び弁を設けることは認められる（第

１０－４７図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ｄ 貯蔵する危険物の流れの確認及び目視検査を行うため、移動タンク貯蔵所の注入

ホースの結合金具に硬質塩化ビニル製の直径 20 ㎜、厚さ３㎜の円板状のサイトグ

ラス及び弁を設けることは認めることができる。 

     ｅ 貯蔵する危険物の流れの確認、目視検査を行うために注入ホースの結合金具に次

によるサイトグラス及び弁を設けることができる（第１０－４８図参照）。 

第１０－４６図 突合せ固定式結合金具の構造例 

第１０－４７図 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （ｳ） 注入ホースの収納 

 移動タンク貯蔵所には、注入ホース収納設備（注入ホースを損傷することなく収

納することができるホースボックス、ホースリール等の設備をいう。以下同じ。）を

設け、危険物の取扱い中以外は、注入ホースを注入ホース収納設備に収納すること。 

 この場合において、注入ノズルを備えない注入ホースは、移動貯蔵タンクの配管

から取り外して収納すること。 

 ただし、配管の先端部が次の機能を有する構造のものであるときは、注入ホース

を配管に接続した状態で収納することができる。 

     ａ 引火点が 40℃未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に設けられ

るもので、配管及び注入ホース内の危険物を滞留することのないよう自然流下によ

り排出することができる構造（第１０－４９図例１、２及び３参照）のもの 

     ｂ 引火点が 40℃以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に設けられ

るもので、前ａの構造のもの又は配管内の危険物を滞留することのないよう抜き取

ることができる構造（第１０－４９図例４及び５参照）のもの 

 

 

 

第１０－４８図  



 

 例１                 例２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 例３                 例４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 例５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０－４９図 配管先端部の構造例 



 

   セ 計量時の静電気による災害を防止するための装置（危政令第１５条第１項第１６号） 

   （ｱ） 静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物 

 静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物は、シ（ｱ）に掲げる危険

物とする。 

   （ｲ） 構造 

     ａ 計量棒をタンクに固定するもの（以下「固定計量棒」という。）にあっては、計量

棒下部がタンク底部に設ける受け金と接続する（第１０－５０図例７参照）か、又

は導線、板バネ等の金属によりタンク底部と接触できるもの（１０－５０図例６参

照）であること。この場合において、導線、板バネ等によるタンク底部との接触は、

導線、板バネ等がタンク底部に触れていれば足り、固定することを要さないもので

あること。ただし、不燃性ガスを注入するタンクで、不燃性ガスを注入した状態で

計量できるものにあっては、この限りでない（第１０－５０図例８参照）。 

     ｂ 固定計量棒以外のものにあっては、次によること。 

     （a） 計量棒は、金属製の外筒（以下「外筒」という。）で覆い、かつ、外筒下部の先

端は、前ａの例によりタンク底部と接触できるものであること（第１０－５０図

例１から例５まで参照）。 

     （b） 外筒は、内径 100㎜以下とし、かつ、計量棒を容易に出し入れすることができ

るものであること。 

     （c） 外筒には、タンクに貯蔵する危険物の流入を容易にするための穴が開けられて

いること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 例１ 外筒をねじ込みで取り付ける例      例２ 外筒をボルトで取り付ける例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例３ 外筒にフランジを溶接して 

取り付ける例 

例４ 外筒を上下の受け金で 

取り付ける例 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例５ 外筒の上部をＵボルト、下部を 

受け金で取り付ける例 

例６ 固定計量棒に導線を 

取り付ける例 

例７ 固定計量棒をタンク下部に 

接触させる例 

 

例８ 不燃性ガスを封入した状態のまま 

で計量でき、計量棒がタンク底部

と接触しなくてもよい例 

 

第１０－５０図 計量時の静電気による災害を防止するための装置 



 

   ソ 危険物の類、品名及び最大数量の表示設備（危政令第１５条第１項第１７号） 

   （ｱ） 表示内容 

     ａ 表示する事項のうち、品名のみでは当該物品が明らかでないもの（例えば、第１

石油類、第２石油類等）については、品名のほかに化学名又は通称物品名を表示す

ること。 

     ｂ 表示する事項のうち、最大数量については、指定数量が容量で示されている品名

のものにあってはｋＬで、重量で示されている品名のものにあっては㎏で表示する

こと。 

     ｃ １の移動貯蔵タンクに２以上の種類の危険物を貯蔵（以下「混載」という。）する

ものにおける表示は、タンク室ごとの危険物の類、品名及び最大数量を掲げること。 

 

 例１ 一の移動貯蔵タンクに１種類の危険物を貯蔵する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 例２ 混載の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （ｲ） 表示の方法 

 表示は、直接タンク後部の鏡板に行うか、又は表示板により行うこと。 

   （ｳ） 表示の位置 

     ａ 表示の位置は、タンク後部の鏡板又は移動タンク貯蔵所後部の右下側とすること。 

 ただし、移動タンク貯蔵所の構造上、当該位置に表示することができないものに

あっては、後面の見やすい箇所に表示することができる（第１０－５１図参照）。 

     ｂ 積載式移動タンク貯蔵所で移動貯蔵タンクを前後に入れ替えて積載するものに

あっては、積載時に表示が前 aの位置となるよう、前後両面に設けること。 

種 別 

 

品 名 

 

（化学名又は物品名） 

 

最大数量  kL 又は㎏ 

類 別 

（室） 

１ 品名（化学名又は物品名） kL 又は㎏ 

２ 品名（化学名又は物品名） kL 又は㎏ 

３ 品名（化学名又は物品名） kL 又は㎏ 

最大数量           kL 又は㎏ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     （ｴ） 表示板の材質 

 表示板の材質は、金属又は合成樹脂とすること。 

     （ｵ） 表示板の取付方法 

 

  表示板は、（ｳ）に定める位置に溶接、リベット、ねじ等により強固に取り付けること。 

 ① 表示内容の例 

     例１ ガソリンの表示例 

 

 

 

 

 

 

 

 

     例２ メチルアルコールの表示例 

 

 

 

 

 

 

第１０－５１図 表示の位置 

第 ４ 類 

 

第 １ 石 油 類 

 

（ ガ ソ リ ン ） 

 

最 大 数 量   １ ４ k L 

第 ４ 類 

 

ア ル コ ー ル 類 

 

（ メ チ ル ア ル コ ー ル ） 

 

最 大 数 量   ６ ． ５ k L 

危険物の表示位置 



 

     例３ 混載の表示例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

② 表示事項を必要に応じて差し換えることができる混載表示板の表示例及び構造例 

     例１ 左右差換式のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （室）          第 ４ 類 

1 
第 １ 

石 油 類 

 

（ガソリン）   ４ｋＬ 

 

２ 
第 ２ 

石 油 類 

 

（灯 油）   ２ｋＬ 

 

３ 
第 ２ 

石 油 類 

 

（軽 油）   ４ｋＬ 

 
最 大 数 量           10ｋＬ 



 

     例２ 上下差換式のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０－５２図 表示内容 



 

   タ 標識（危政令第１５条第１項第１７号、危省令第１７条第２項） 

   （ｱ） 標識の大きさ 

 標識の大きさは、第１０－５３図のとおりとすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （ｲ） 標識の材質、色及び文字 

     ａ 標識の材質は、金属又は合成樹脂とすること。 

     ｂ 文字は、反射塗料、合成樹脂製の反射シート等の反射性を有する材料で表示する

こと。 

     ｃ 地の色は、黒色（マンセル記号Ｎ－1.0）とし、文字の色を黄色（マンセル記号 2.5

ｙ８／１２）とすることが標準となっている。 

     ｄ 文字の大きさは、標識の大きさに応じたものとすること。標識の文字の大きさの

例は次のとおり。 

標 識 の 大 き さ 文 字 の 大 き さ 

３ ０ ０ ㎜ 平 方 ２５０㎜平方以上 

３ ５ ０ ㎜ 平 方 ２７５㎜平方以上 

４ ０ ０ ㎜ 平 方 ３００㎜平方以上 

 

     ｅ 文字は、丸ゴシック体とする。 

   （ｳ） 標識の取付位置 

 標識の取付位置は、原則として車両の前後の右側バンパとするが、被けん引車形

式の移動タンク貯蔵所で常にけん引車の前部に標識を取り付けるものにあっては、

移動貯蔵タンクのけん引車側の標識を省略することができる。ただし、バンパに取

り付けることが困難なものにあっては、バンパ以外の見易い箇所に取り付けること

ができる。 

 また、ボンネット等に合成樹脂等でできたシートを貼付する場合は、次の要件を

満足すること。 

     ａ 取付場所は、視認性の確保できる場所とすること。 

危 
300㎜～400㎜ 

250㎜ 

～300㎜ 

第１０－５３図 標識の大きさ 



 

     ｂ シートは十分な接着性を有すること。 

     ｃ 材質は、防水性、耐油性、耐候性に優れたもので造られていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     （ｴ） 標識の取付方法 

 標識は、溶接、ねじ、リベット等で車両又はタンクに強固に取り付けること。 

   チ 消火器（危政令第２０条第１項第３号、危省令第３５条第２号） 

     （ｱ） 消火器の取付位置 

 消火器の取付位置は、車両の右側及び左側の地盤面上から容易に取り出しで

きる箇所とすること。 

     （ｲ） 消火器の取付方法 

 消火器は、土泥又は氷等の付着により消火器の操作の支障とならないよう、

第１０－５５図に示すような、木製、金属製又は合成樹脂製の箱又は覆いに収

納し、かつ、容易に取り外しができるように取り付けること。 

 この場合において、消火器の取り付けられる状態は、問わないものであるこ

と。 

   （ｳ） 表示 

     ａ 消火器を収納する箱又は覆いには、「消火器」と表示すること。 

     ｂ 文字の大きさは、50㎜×50㎜以上を標準とすること。 

     ｃ 地の色は赤色とし、文字は白色とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０－５４図 標識の取付位置 



 

 

例１ 箱の例     例２－１ 覆いの例     例２－２ 覆いの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｴ) 消火器の種類 

 車載する消火設備は、専用の収納箱等に収めるなど腐食防止措置を講じるように

指導する。また、腐食しやすい環境にあるものは、努めて蓄圧式とするように指導

すること。 

   ツ 比較的少容量の灯油等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所（前２(1)ア例２に

掲げるもの）は、次により指導する。 

   （ｱ） 移動貯蔵タンクの容量は 6,000Ｌ以下とすること。 

   （ｲ） 移動貯蔵タンクを車両のシャーシフレームにＵボルト等で固定する場合、Ｕボルト

等が移動貯蔵タンク荷重（貯蔵する危険物の重量を含む。）の４倍のせん断荷重に耐

えることができるように設けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０－５５図 消火器の箱又は覆い 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  テ 最大容量が 20ｋＬを超える移動タンク貯蔵所 

   （ｱ） タンク本体の最後部は、車両の後部バンパーから 300㎜以上離れていること。 

   （ｲ） タンク本体の最外部は、車両からはみ出していないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０－５６図 灯油等（6,000Ｌ以下）を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所の例 

第１０－５７図 最大容量が 20ｋＬを超える移動タンク貯蔵所のタンク本体の位置の例 

タンク検査済証○副  

第１０－５６図 灯油等（6,000Ｌ以下）を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所の例 



 

   ト 銅板を延長した移動タンク貯蔵所 

 銅板を延長した移動タンク貯蔵所とは、被けん引式自動車に固定された移動貯蔵タン

クの銅板を前方に延長したものをいう。ただし、延長部分には、保護措置として次に掲

げる設備が設けられていること。 

   （ｱ） 人が出入りできる点検用マンホール 

   （ｲ） 可燃性蒸気滞留防止のための通気口（上下に各１箇所以上） 

   （ｳ） 外部から目視確認のできる点検口 

   （ｴ） 滞水を防止するための水抜口  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ナ ボトムローディング方式の移動タンク貯蔵所 

 ボトムローディング方式の移動タンク貯蔵所とは、移動貯蔵タンクへの注入に際し配

管先端の吐出口兼用の注入口から積み込む方式を用いる移動タンク貯蔵所であるが、一

般にタンク上部のマンホール注入口からの積み込みも可能である。 

 なお、当該移動タンク貯蔵所の構造及び積み込み設備は、次によること。 

   （ｱ） タンク上部に可燃性蒸気回収装置（集合管方式に限る。）が設けられていること。 

   （ｲ） タンク内各槽の上部に液面が一定値になった場合に一般取扱所へポンプを停止す

ることができる液面センサー及び信号用接続装置が設けられていること。 

   （ｳ） 配管は底弁ごとに独立配管とされ、配管に外部から直接衝撃を与えないように保護

枠が設けられていること。 

   （ｴ） 配管は、タンク本体と同圧力で水圧試験を実施し異常がないものであること。 

 

 

 

 

 

 

第１０－５８図 銅板を延長した移動タンク貯蔵所の例 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ニ その他 

   （ｱ） エンジンを備えた移動タンク貯蔵所 

     ａ ポンプ専用のエンジンを備えた積載式移動タンク貯蔵所については認められな

い。 

     ｂ 冷却装置専用のエンジンを備えた移動タンク貯蔵所については適当でない。 

   （ｲ） 被けん引車形式の移動タンク貯蔵所にポンプを載せることについて 

 被けん引車形式の移動タンク貯蔵所に、当該車両のエンジンを利用したポンプの

設置は認められない。 

 (3) 積載式移動タンク貯蔵所（危政令第１５条第２項） 

   ア 構造及び設備の基準 

 積載式移動タンク貯蔵所の構造、設備等は、前(2)によるほか、次によること。 

   （ｱ） すべての積載式移動タンク貯蔵所の構造、設備（危省令第２４条の５第４項、危省

令第２４条の５第５項、国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規定に定め

る基準に適合する移動貯蔵タンクについては、「緊結装置」のうち、すみ金具に係る

部分に限る。） 

     ａ 積替え時の強度 

 移動貯蔵タンクは、積替え時に移動貯蔵タンク荷重によって生ずる応力及び変形

に対して安全なものであることを強度計算により確認すること。ただし、移動貯蔵

タンク荷重の２倍以上の荷重によるつり上げ試験又は移動貯蔵タンク荷重の 1.25

倍の荷重による底部持ち上げ試験によって変形又は損傷しないものであることが

試験結果により確認できる場合は、当該試験結果によることができる。 

     ｂ 緊結装置 

     （a） 積載式移動タンク貯蔵所には、移動貯蔵タンク荷重の４倍のせん断荷重に耐え

第１０－５９図 ボトムローディング配管の例（片側） 



 

ることができる緊締金具及びすみ金具（容量が 6,000Ｌ以下の移動貯蔵タンク

を積載する移動タンク貯蔵所にあっては、移動貯蔵タンクを車両のシャーシフ

レームに緊結できる構造のＵボルトでもよい。）を設けることとされているが、

緊結装置の強度の確認は、次の計算式により行うこと。 

        ４Ｗ≦Ｐ×Ｓ 

         Ｗ：移動貯蔵タンク荷重（Ｎ） 

          Ｗ ：9.80665（Ｗ１＋Ｗ２×ｖ ） 

          Ｗ１：移動貯蔵タンクの重量（㎏） 

          Ｗ２：タンク最大容量（L） 

          ｖ ：危険物の比重（g／㎝３） 

         Ｐ 緊結装置１個あたりの許容せん断荷重 

  

 

 

           ｆｓ：緊結金具の引張強さ（Ｎ／㎜２） 

         Ｓ：緊結装置の断面積合計 

          Ｓ＝ｎＳ１ 

           ｎ ：金具の数（Ｕボルトの場合は２ｎ） 

           Ｓ１：金具の最小断面積（㎝２、ボルトの場合は谷径） 

 

（参考） Ｕボルトを用いて緊結する場合の計算例 

① 設定条件 

移動貯蔵タンクの重量 2,000㎏ 

タンク最大容量 4,000Ｌ 

貯蔵危険物 灯油（比重 0.8） 

使用ボルト Ｕボルト４本 

ボルト径 Ｍ１６ 谷径φ13.5㎜ 

ボルト材質 SS400 

引張強さ 400Ｎ／㎜２ 

② タンクと貯蔵危険物を含めた総重量 

  W：9.80665（2,000＋4,000×0.8）＝ 50,995‥‥‥‥‥⑴ 

③ ボルトの許容せん断荷重 

   

P： 

 

④ ボルトの断面積合計 

  

S： 

    １ 
Ｐ＝    ｆｓ 
    ２ 

  π×13.5×13.5 
         ×２×４(本)＝ 1,145.112 ‥‥‥‥‥⑶ 

     ４ 

     １ 
      ×400 ＝ 200 ‥‥‥‥‥⑵ 

     ２ 



 

 

⑤ 以上より   

⑴ ×４≦⑵×⑶ 

50,995×4 ≦ 1,145.112×200 

203,980 ≦ 229,022.4 

 

     （b） 緊締金具及びすみ金具の例は、次のとおりである。 

 なお、ＪＩＳにより造られた緊締金具及びすみ金具で、移動貯蔵タンク荷重

がＪＩＳにおける最大総重量を超えないものにあっては、強度確認を行わなく

てもよいものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （ｲ） 箱枠に収納されている積載式移動タンク貯蔵所（危省令第２４条の５第３項） 

     ａ 箱枠（危省令第２４条の５第３項第１、２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すみ金具 緊締金具 

第１０－６０図 計算による強度計算を行う必要のない緊締金具及びすみ金具 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 移動貯蔵タンクの箱枠は、移動方向に平行のもの及び垂直のものにあっては、当該移動

貯蔵タンク、附属装置及び箱枠の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重（以下「移動貯蔵

タンク荷重」という。）の２倍以上、移動貯蔵タンクの移動方向に直角のものにあっては移

動貯蔵タンク荷重以上の荷重に耐えることができる箱枠の強度を有していること。強度を

確認するための計算方法は、次の計算方法又は構造等に応じた計算方法によること。 

 

σｃ≦ｆｃ’ 

σｃ：設計圧縮応力度 

σｃ＝Ｗ／Ａ 

Ｗ：設計荷重（ｔ） 

Ｗ＝２×Ｒ×（1/2） 

Ｒ：移動貯蔵タンク荷重（移動貯蔵タンク（箱枠、付属設備等を含む。） 

及び貯蔵危険物の最大重量という。） 

Ａ：箱枠に使用する鋼材の断面積（㎝２：JIS規定値） 

ｆｃ’＝1.5ｆｃ 

ｆｃ：長期許容圧縮応力度（ｔｆ／㎝２：（社）日本建築学会発行の鋼構造設計規準 

（昭和５１年４月２５日第４版）による） 

 

第１０－６１図 箱枠の例 

第１０－６２図 箱枠の部材名称及び構造 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F：許容応用力度を決定する場合の基準値（鋼材の降伏点と引張強さの 70％ 

  のうち小さい値） 

Λ：限界細長比 

 

 

 

E：ヤング係数 

ｖ：安全率 

 

 

 

λ：細長比 

λ＝ℓk／ｉｘ 

ℓk：座屈長さ（㎝２、拘束条件：両端拘束） 

ℓk＝0.5ℓ 

ℓ：箱枠鋼材の長さ 

ｉｘ：鋼材断面二次半径（㎝、ＪＩＳ規定値） 

コンテナフレーム（枠）強度計算例 

 

 

 

 

 

 

 

   ０．２７７Ｆ           

ｆｃ＝            （λ＞Λ）のとき 

 λ  ２ 
   

Λ 

       π２Ｅ 

Λ＝  

      ０．６Ｆ 

 

 

ｖ＝       ＋     

λ  ２ 
   

Λ 

３   
       

２ 

２  
   
３ 

Ｄ 

 

2114 

 

2160 

 

2880 

 

888 

 

888 

 

（単位 ㎜） 

 

 

                       

 

ｆｃ＝                   （λ≦Λ）のとき 

ｖ 

１－０．４ 

λ  ２ 
   

Λ 
Ｆ 



 

 

移動貯蔵タンクの移動方向に平行な荷重に対するはり下けたＡの強度計算例 

    ① 設定条件 

 移動貯蔵タンク荷重（Ｒ）    13.5ｔ 

 設計荷重（Ｗ）  2×13.5×1／2 ＝13.5ｔ 

 （下枠１本あたり） 

 

 材料 角形鋼管（ＪＩＳ Ｇ3466「一般構造用角形鋼管」に規定する STKR400） 

 150㎜×100㎜×9㎜ 

 フレームの長さ（ℓ）   88.8㎝ 

 フレーム断面図（Ａ）  39.67㎝２ 

 フレーム断面二次半径（ｉｘ） 5.33㎝ 

 座屈長さ（ℓｋ）（両端拘束とみる。） ℓｋ＝0.5×88.8＝44.4㎝ 

  

    ② 細長比 λ 

 λ＝ℓｋ／ｉｘ＝44.4／5.33＝8.3 ・・・・・・・・・（１） 

    ③ 許容圧縮応力度 ｆｃ 

 （１）の値から(社)日本建築学会発行の鋼構造設計規準により許容圧縮応力度を求

めると 

 ｆｃ＝1.59ｔｆ／㎝２ 

 この値は、長期応力に対応するものであるので、短期応力に対する補正係数 1.5を

乗じると 

 ｆｃ’＝1.5×1.59＝2.39ｔｆ／㎝２・・・・・・・・（２） 

    ④ 設計圧縮応力度σｃ 

σｃ＝Ｗ／Ａ＝13.5／39.67＝0.34ｔｆ／㎝２・・・・・・・（３） 

    ⑤ （２）及び（３）より  0.34／2.39＝0.14＜1.0 

 となり、適合している。 

 以上と同様の計算をＢ、Ｃ及びＤのフレームについても行う。 

 

    ｂ 緊急レバーの取付位置 

 緊急レバーの取付位置は、移動貯蔵タンクを前後入れ替えて積載するものにあって

は、いずれの場合にも緊急レバーの取付位置が(2)ケ（ｱ）ｂ（b）に掲げる場所にある

こと。 

    ｃ タンクの構造（危省令第２４条の５第３項第３号） 

 積載式移動タンクは、厚さ６㎜（タンクの直径又は長径が 1.8ｍ以下のものは、５

㎜）以上の鋼板（SS400）で造ること。ただし、これ以外の金属板で造る場合の厚さ

は、下の計算式により算出された数値（小数点第２位以下の数値は切り上げる。）以

上とすること。 

Ｃ 

 

Ａ 

 

Ｂ 

 



 

 

 

 

 

 

（ ）タンクの直径又は 

長径が 1.8ｍ以下の場合 

ｔ：使用する金属板の厚さ（㎜） 

σ：使用する金属板の引張強さ（Ｎ／㎜２） 

Ａ：使用する金属板の伸び（％） 

    ｄ タンク間仕切（危省令第２４条の５第３項第４号） 

 間仕切の材質、板厚は(2)ア（ｱ）によること。 

    ｅ マンホール及び注入口のふた（危省令第２４条の５第３項第７号） 

 マンホール及び注入口のふたの材質、板厚については、cに示すタンクの材質、板

厚について準用すること。 

    ｆ 附属装置と箱枠との間隔 

 附属装置は、箱枠の最外側との間に 50 ㎜以上の間隔を保つこととされているが、

すみ金具付きの箱枠にあっては、すみ金具の最外側を箱枠の最外側とすること。 

 なお、ここでいう附属装置とは、マンホール、注入口、安全装置、底弁等、それら

が損傷すると危険物の漏れが生じるおそれのある装置をいい、危険物の漏れのおそれ

のない断熱部材、バルブ等の収納箱等は含まない。 

    ｇ 危険物の類、品名及び最大数量の表示設備 

 移動貯蔵タンクを前後に入れ替えて積載するものにあっては、積載時に表示が(2)

ソ（ｳ）の位置となるよう、前後両面に設けること。 

   （ｳ） 表示（危省令第２４条の５第４項第４号） 

    ａ 表示は、左横書きとし、第１字句は「消」、第２字句は、「小田原市」、第３字句は「当

該移動タンク貯蔵所の設置許可年と許可番号」を表示すること（第１０－６３図参照）。 

    ｂ 表示方法は、塗料（ペイント）で表示又はシールを貼付する方法等によること。 

    ｃ 表示は、タンク本体の外面又はタンクを収納する箱枠に取り付けられた表示板の部

分とすることができる。 

 

 

 

 

 

（注）地は白色、文字は黒色とすること。 

 

 

   ３   400×21 

ｔ＝           ×6.0（5.0） 

       σ×Ａ 

 

 消   小田原市   R７   １２３ 

0.4ｍ以上 

0.15ｍ以上 

第１０－６３図 表示例 



 

 

 移動貯蔵タンクを前後入れ替えて積載するもののうち当該タンクの鏡板に表示す

るものにあっては、第１０－６３図の表示を前後両面に行うこと。 

   イ 許可等の取扱い 

   （ｱ） 積載式移動タンク貯蔵所に対する移動タンク貯蔵所としての許可件数は、当該車両

の数と同一であること。 

   （ｲ） 積載式移動タンク貯蔵所の車両に同時に積載することができるタンクコンテナの

数は、タンクコンテナの容量の合計が 30,000Ｌ以下となる数とするが、さらに設置

者がその数以上の数のタンクコンテナ（以下「交換タンクコンテナ」という。）を保

有し、かつ、当該車両に交換タンクコンテナを積載しようとする場合は、次の許可

を必要とする。 

     ａ 当該積載式移動タンク貯蔵所が設置許可を受ける前にあっては、交換タンクコン

テナを含めた当該積載式移動タンク貯蔵所の設置許可 

     ｂ 設置許可を受けた後にあっては、交換タンクコンテナを保有しようとする際に、

当該積載式移動タンク貯蔵所の変更許可 

   （ｳ） 前記（ｲ）の許可を受けた積載式移動タンク貯蔵所のタンクコンテナは、他の積載

式移動タンク貯蔵所のタンクコンテナと当該タンクコンテナとが緊結装置に同一性

をもつものである場合には、既に許可を受けた当該他の積載式移動タンク貯蔵所の

車両にも積載することができること。この場合において、当該タンクコンテナは、

当該他の積載式移動タンク貯蔵所の移動貯蔵タンクとみなされるものであること。 

   （ｴ） 積載式移動タンク貯蔵所において貯蔵する危険物の品名及び貯蔵最大数量がタン

クコンテナを積載するたびに異なることが予想される場合は、次による許可又は届

出を必要とする。 

     ａ 当該積載式移動タンク貯蔵所が設置許可を受ける前にあっては、貯蔵することが

予想されるすべての品名及び貯蔵最大数量を当該積載式移動タンク貯蔵所におい

て貯蔵する危険物の品名及び貯蔵最大数量とした設置許可 

     ｂ 設置許可を受けた後にあっては、貯蔵することが予想されるすべての品名及び貯

蔵最大数量について、法第１１条の４に定める届出 

   （ｵ） 積載式移動タンク貯蔵所のタンクコンテナの車両、貨車又は船舶への荷積み又は荷

下しに伴う当該タンクコンテナの取扱いは、当該積載式移動タンク貯蔵所の危険物

の貯蔵に伴う取扱いと解されること。 

   （ｶ） 積載式移動タンク貯蔵所の車両からタンクコンテナを荷下しした後において再び

タンクコンテナを積載するまでの間、当該車両を通常の貨物自動車としての用途に

供する場合は、当該積載式移動タンク貯蔵所について法第１２条の６に定める用途

廃止の届出を要することなく、当該車両を貨物自動車の用途に供することができる

ものであること。 

   （ｷ） 積載式移動タンク貯蔵所のタンクコンテナを車両、貨車、船舶等を利用して輸送し、

輸送先で他の車両に積み替える場合に、輸送先の市町村において許可を受けた積載



 

式移動タンク貯蔵所がない場合は、当該タンクコンテナと他の車両とで一の積載式

移動タンク貯蔵所として設置許可を受けることができるものとし、完成検査につい

ては、タンクコンテナを車両に固定した状態での外観検査により行うことができる。 

 この場合において、危省令第２４条の５第４項第４号の表示について輸送先の許

可に係る行政庁名及び設置の許可番号の表示は不要である。 

 (4) 国際輸送用移動タンク貯蔵所（危政令第１５条第５項） 

   ア 構造及び設備の基準等 

   （ｱ） 国際輸送用移動タンク貯蔵所とは、国際海事機関（International Maritime 

Organization（ＩＭＯ））が採択した危険物の運送に関する規程（International 

Maritime Dangerous Goods Code（ＩＭＤＧコード））に定める基準に適合している

旨を示す表示板（ＩＭＯ表示板）が貼付されている移動タンク貯蔵所（以下「ＩＭ

ＤＧコード型移動タンク貯蔵所」という。）をいう。 

   （ｲ）  ＩＭＤＧコード型移動タンク貯蔵所は、積載式のもの（ＩＭＤＧコード型タンク

コンテナ）と積載式以外のもの（ＩＭＤＧコード型タンクローリー車）に区分され

る。 

   （ｳ）  前（ｱ）に係る各国の検査機関には、次のようなものがある。 

     ａ アメリカ 

 American Bureau of Shipping （ＡＢ） 

     ｂ イギリス 

 Lloyd’s Register Industrial Services 

     ｃ ドイツ 

 Germanischer Lloyd 

     ｄ フランス 

 Bureau Veritas 

     ｅ 日本 

 日本舶用品検定協会（ＨＫ） 日本海事協会（ＮＫ） 日本海事検定協会（ＮＫＫＫ） 

   （ｴ） ＩＭＤＧコード型移動タンク貯蔵所のタンク形式 

 ＩＭＤＧコード型移動タンク貯蔵所のタンクとして使用されるのはＩＭＯ基準に

おけるタイプ１タンク又はタイプ２タンク若しくはタイプ４タンクであるが、ＩＭ

ＤＧコード型タンクコンテナに使用されるものはタイプ１タンク又はタイプ２タン

クである。 

 なお、米国運輸省（ＤＯＴ）規則でのＩｍ１０１及びＩｍ１０２は、それぞれＩＭ

Ｏタイプ１及びタイプ２と同等以上のものとして取り扱われている。 

 

     ａ タイプ１タンク 最高許容使用圧力が 175ｋＰａ以上のもの 

     ｂ タイプ２タンク 最高許容使用圧力が 100ｋＰａ以上 175ｋＰａ未満で、中・高引火

点引火性危険物の液体輸送用のもの 

     ｃ タイプ４タンク 陸送用タンク車両をいい、ＩＳＯ標準に従った捻りロックが４



 

以上付いた恒久取付型タンク又は車台取付型タンク付きのセミトレーラーを含む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   イ 積載式のＩＭＤＧコード型移動タンク貯蔵所（ＩＭＤＧコード型タンクコンテナ）に

係る許可等 

第１０－６４図 国際輸送用タンクコンテナの例 

第１０－６５図 タンクコンテナを積載した自動車 



 

   （ｱ） 許可等の単位 

 積載式のＩＭＤＧコード型移動タンク貯蔵所に対する移動タンク貯蔵所としての

許可件数は、当該積載式のＩＭＤＧコード型移動タンク貯蔵所の車両の数と同一で

あること。 

   （ｲ） 許可に係る手続 

 設置者が、積載式のＩＭＤＧコード型移動タンク貯蔵所の車両に同時に積載する

ことができるタンクコンテナの数以上の数のタンクコンテナ（以下「交換タンクコ

ンテナ」という。）を保有し、かつ、当該車両に交換タンクコンテナを積載しようと

する場合の手続きは次によること。 

     ａ 設置許可を受ける前 

     （a） 交換タンクコンテナを含めて当該積載式のＩＭＤＧコード型移動タンク貯蔵

所の設置許可を要すること。 

 なお、設置許可申請は、交換タンクコンテナが入港する前に受け付けること

ができる。 

     （b） 貯蔵する危険物の品名及び最大貯蔵数量が、タンクコンテナを積載するたびに

異なることが予想される場合は、貯蔵することが予想されるすべての品名及び

貯蔵最大数量危険物の品名及び貯蔵最大数量として、設置許可を要すること。 

     （c） 許可申請にあたって添付を要するタンクコンテナの構造及び設備に係る書類

は、当該タンクコンテナの国際基準への適合性が既に確認されていることにか

んがみ、タンクコンテナに係る海上輸送に責任のある各国政府機関又はこれに

代わる機関の許可書等の写し、タンク及びフレームに係る図面、車両及び交換

コンテナの緊結装置に係る書類等、必要最小限のものとする。 

     ｂ 設置許可を受けた後 

 保有しようとする交換タンクコンテナが、ＩＭＤＧコードに適合するものであり、

かつ、車両及び交換タンクコンテナの緊結装置に適合性がある場合は、交換タンク

コンテナの追加を、確認を要する軽微な変更工事として取り扱うことができる。従

って、変更許可及び完成検査は要しないものであること。 

 なお、交換タンクコンテナのＩＭＤＧコードに適合性、車両及び交換タンクコン

テナの緊結装置の適合性及び貯蔵する危険物を資料（注）の提出（郵便、ファック

ス等）により確認するものとする。 

 

注：タンクコンテナに係る海上輸送に責任のある各国政府機関又はこれに代わる機関

の許可書の写し、車両及び交換タンクコンテナの緊結装置に係る規格（ＪＩＳ、

ＩＳＯ等）等が確認できる書類及び貯蔵する危険物を明示した書類をいう。 

 

   （ｳ） 完成検査 

     ａ 完成検査に係る手続 

 完成検査申請は、タンクコンテナの入港前に、設置許可申請と同時に受け付ける

ことができる。また、完成検査の実施日はあらかじめ関係者と調整し、タンクコン



 

テナが入港後速やかに行うものとする。 

     ｂ 完成検査の方法 

     （a） 完成検査は、タンクコンテナを車両に積載した状態で行うものとする。この場

合、タンクコンテナについては、ＩＭＯ表示板の確認及びタンクコンテナに漏

れ、変形がなく健全な状態であることの確認にとどめることができること。 

     （b） 同時に複数の交換タンクコンテナに係る完成検査を行う場合は、緊結装置に同

一性がある場合は、代表する一つのタンクコンテナを積載した状態で行うこと

ができる。 

     （c） タンクコンテナの輸入時に行う完成検査は、危険物を貯蔵した状態で行うこと

ができる。 

     ｃ その他 

     （a） 移動タンク貯蔵所として許可を受けた積載式のＩＭＤＧコード型移動タンク

貯蔵所のタンクコンテナは、その緊結装置が他の積載式移動タンク貯蔵所の車

両の緊結装置に適合性を有する場合には、当該車両にも積載することができる

こと。この場合において、当該タンクコンテナは、当該他の積載式移動タンク

貯蔵所の移動貯蔵タンクとみなされるものであること。 

     （b） 積載式のＩＭＤＧコード型移動タンク貯蔵所のタンクコンテナには、危政令第

１５条第１項第１７号に定める危険物の類、品名及び最大数量を表示する設備

及び危省令第２４条の８第８号に定める表示がタンクコンテナごとに必要であ

るが、当該設備又は表示は、当該タンクコンテナを積載する積載式のＩＭＤＧ

コード型移動タンク貯蔵所の車両に掲げることができること。 

     （c） 積載式のＩＭＤＧコード型移動タンク貯蔵所のタンクコンテナの車両、貨物又

は船舶への荷積み又は荷卸しに伴う当該タンクコンテナの取扱いは、当該積載

式のＩＭＤＧコード型移動タンク貯蔵所の危険物の貯蔵に伴う取扱いと解され

ること。 

     （d） 積載式のＩＭＤＧコード型移動タンク貯蔵所の車両からタンクコンテナを荷

卸しした後において再びタンクコンテナを積載するまでの間、当該車両を通常

の貨物自動車としての用途に供する場合は、当該積載式のＩＭＤＧコード型移

動タンク貯蔵所について法第１２条の６に定める用途廃止の届出を要すること

なく、当該車両を貨物自動車の用途に供することができるものであること。 

     （e） 積載式のＩＭＤＧコード型移動タンク貯蔵所のタンクコンテナを車両、貨物、

船舶等を利用して輸送し、輸送先で他の車両に積み替える場合に、輸送先の市

町村において許可を受けた積載式移動タンク貯蔵所として設置許可を受けるこ

とができるものとし、完成検査については、タンクコンテナを車両に固定した

状態で外観検査により行うことができる。 

     （f） 積載式移動タンク貯蔵所としての許可を受けた後、積載式のＩＭＤＧコード型

移動タンク貯蔵所において貯蔵する危険物の品名及び最大貯蔵数量を変更しよ

うとする場合は、法第１１条の４に定める届出を要すること。 



 

     （g） 貯蔵する危険物の品名及び貯蔵最大数量が、タンクコンテナを積載するたびに

異なることが予想される場合は、貯蔵することが予想されるすべての品名及び

最大貯蔵数量を許可書等へ記載することとなるが、この場合、「第四類のうち、

特殊引火物を除くもの」「3,000Ｌ」等としてよいものであること。 

     （h） 設置許可申請に添付する書類のうち、タンクコンテナの構造及び設備に係る書

類は、タンクコンテナに係る海上輸送に責任のある各国政府機関又はこれに代

わる機関の許可書等の写し、タンク及びフレームに係る図面、車両及び交換コ

ンテナの緊結装置に係る書類等、審査に必要な最小限のものとすること。 

   ウ 積載式以外のＩＭＤＧコード型移動タンク貯蔵所（ＩＭＤＧコード型タンクローリー

車）に係る許可等 

   （ｱ） 許可に係る手続き 

 設置許可申請における添付書類は、当該ＩＭＤＧコード型移動タンク貯蔵所に添

付されるＩＭＯ表示板の交付に係る各国政府機関又はこれに代わる機関の許可書等

の写し及びタンクに係る図面等必要最小限のものとする。 

   （ｲ） 完成検査 

     ａ 当該ＩＭＤＧコード型移動タンク貯蔵所の輸入時に行う完成検査は、危険物を貯

蔵した状態で行うことができる。 

     ｂ タンクについては、ＩＭＯ表示板の確認及びタンクに漏れ、変形がなく健全な状

態であることの確認にとどめることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  ※ 

 

   危政令第１５条第２項に定める移動タンク貯蔵所の許可等は前(3)及び(4)によるが、図解すると

次のとおりである。 

 １ 積載式移動タンク貯蔵所 

  ① 許可件数 

    車両１台にタンクコンテナ３基許可した場合は、許可件数１となる。（(3)イ(ｱ)参照） 

 

 

 

 

 

  ② 交換タンクコンテナの許可 

    車両「甲」、タンクコンテナＡ１及びＡ２は一括して設置許可（(3)イ(ｲ)参照）設置許可後にタ

ンクコンテナＡ３を保有する場合は変更許可 

 

 

 

 

 

 

  ③ タンクコンテナの他車両への積載 

    許可を受けた車両「甲」のタンクコンテナＡを、既に許可を受けた他の車両「乙」に積載するこ

とができ、この場合のタンクコンテナＡは、車両「乙」の移動貯蔵タンクとみなす。（(3)イ(ｳ)参

照） 

 

 

 

 

  ④ 車両の取扱い 

    タンクコンテナＡを車両から降ろし、貨物自動車として使用し、再び移動タンク貯蔵所として

使用する場合は、法第１２条の６の廃止届出は要さない。（(3)イ(ｶ)参照） 

 

 

 

 

 

 

許可等の取扱いに関する解説 

Ａ １ 甲 

Ａ ２ Ａ ３ 

設置許可 変更許可 

Ａ １ 甲 
Ａ ２ 

Ａ １ 甲 
Ａ ２ Ａ ３ 

Ａ 甲 Ａ 乙 

貨物自動車 

Ａ 甲 

Ａ 

甲 Ａ 甲 



 

 

 ２ ＩＭＤＧコード型積載式移動タンク貯蔵所の許可等の取扱い 

  ① 積載式移動タンク貯蔵所としての設置許可前 

    車両「甲」、タンクコンテナＡ１、Ａ２及びＡ３を一括して設置許可とする。 

 

 

 

 

 

  ② 交換コンテナの追加を行う場合 

    許可を受けた車両「甲」、タンクコンテナＡ１、Ａ２及びＡ３の他に、タンクコンテナＡ４及び

Ａ５を保有する場合は、Ａ４及びＡ５に係る資料の提出による。 

 

 

 

 

 

 

  ③ タンクコンテナの他車両への積載 

    許可を受けた車両「甲」のタンクコンテナＡを既に許可を受けた他の車両「乙」に積載するこ

とができる（緊結装置が適合する場合）。この場合、タンクコンテナＡは、車両「乙」の移動貯蔵

タンクとみなす。 

 

 

 

 

  ④ 車両の取扱い 

    タンクコンテナＡを車両から下し、再びタンクコンテナを積載するまでの間、貨物自動車とし

て使用する場合は、法第１２条の６の廃止届出は要さない。 

 

 

 

 

 

  ⑤ 輸送先におけるタンクコンテナの扱い 

    輸送先の市町村において、設置許可を受けていない車両「乙」に積載する場合は、「乙」の設置

許可申請が必要である。 

 

 

 

 

Ａ ２ 

甲 Ａ １ 甲 

Ａ ３ 

Ａ ２ 

Ａ １ 甲 
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Ａ 甲 

Ａ 甲 

Ａ ４ Ａ ３ Ａ ２ Ａ １ 

甲 Ａ ５ 

Ａ 乙 

Ａ 甲 甲 

Ａ 

Ａ 甲 Ａ 乙 

設置許可 

資料の堤出 

Ａ許可 Ｂ許可 

貨物自動車 

Ａ許可 
設置許可申請が必要 



 

 

 (5) 給油タンク車及び給油ホース車（危政令第１５条第３項及び危政令第１７条第３項第１

号（危省令第２６条第３項第６号）） 

 移動タンク貯蔵所のうち「給油タンク車（レフューラー）」及び航空機給油取扱所の「給

油ホース車（サービサー）」の特例に関する事項については、以下によること。 

 なお、給油タンク車にあっては、危政令第１５条第１項を準用する事項及び給油ホース

車の危省令第２６条第３項第６号イに定める常置場所については、(1)によること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ア エンジン排気筒火炎噴出防止装置（危省令第２４条の６第３項第１号、第２６条第３

項第６号ロ） 

 火炎噴出防止装置は、給油タンク車又は給油ホース車のエンジン排気筒からの火炎及

び火の粉の噴出を防止する装置である。 

   （ｱ） 構 造 

 火炎噴出防止装置は、遠心式等火炎及び火の粉の噴出を有効に防止できる構造で

あること。 

 

 

 

 

 

 

第１０－６６図 給油タンク車配管系統の例 

第１０－６７図 火炎噴出防止装置の構造例（遠心式の場合） 



 

 

   （ｲ） 取付位置 

 火炎噴出防止装置は、エンジン排気筒中に設けることとし、消音装置を取付けた

ものにあっては、消音装置より下流側に取り付けられていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （ｳ） 取付上の注意 

     ａ 火炎噴出防止装置本体及び火炎噴出防止装置と排気筒の継目から排気の漏れが

ないこと。 

     ｂ 火炎噴出防止装置は、確実に取り付けられており、車両の走行等による振動によ

って有害な損傷を受けないものであること。 

   イ 誤発進防止装置（危省令第２４条の６第３項第２号、第２６条第３項第６号ロ） 

 誤発進防止装置は、給油ホース等をその格納設備から引き出した状態で行う給油作業

中に、不用意に発進することにより発生するホース等の破損とそれに伴う危険物の流出

を防止するために設けるものである。ただし、航空機に燃料を給油する給油タンク車で、

給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズル（開放状態で固定する装置を備

えていないものに限る。）により給油を行う給油タンク車には、誤発進防止装置を設け

ないことができる。また、これ以外の方法で誤発進を有効に防止できる場合は当該措置

によることができる。 

   （ｱ） 給油ホース等格納状態検出方法 

 給油ホース等が適正に格納されていることを検出する方法は、次のいずれかによ

る方法又はこれらと同等の機能を有する方法によること。 

     ａ ホース巻取装置による方法 

 ホース巻取装置に給油ホースが一定量以上巻き取られていることを検出する方

法は、次によること。 

 

 

 

第１０－６８図 消音装置と火炎噴出防止装置を一体として取り付ける場合の例 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ｂ ノズル格納装置による方法 

 給油ノズルを格納固定する装置にノズルが格納されたことを検出する方法は、次

のいずれかによる方法又はこれらと同等の機能を有する方法によること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例１ ホースの巻取りをローラーと

リミットスイッチを組み合わ

せて検出する方法 

例２ ホースリールの回転位置を検出

してホースの巻取りを検出する

方法 

第１０－６９図 ホース巻取装置による方法の例 

例３ 巻き取られたホースが光線を遮ることにより検出する方法 

第１０－７０図 ノズル格納装置による方法の例 

例１ 筒型ノズル格納具の場合 例２ クランプ式ノズル格納具の場合 

例３ 結合金具式ノズル格納具の場合 例４ 収納型格納箱の場合 



 

 

     ｃ 給油設備の扉による方法 

 ホース引出し用扉の開閉を検出する方法は、次のいずれかの方法又はこれらと同

等の機能を有する方法によること。 

 なお、ホース引出し用扉とは、給油設備のホース巻取装置直前の扉をいい、一般

にホースを引き出さない扉は含まない。 

また、扉を閉鎖しても、ホース巻取装置直前から外部へホース等を引き出して給

油作業ができる隙間を有する構造でないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例１ 扉が閉まっていることで格納さ

れていることを検出する方法 

例２ 扉ロック用爪の掛け外しによっ

て扉の開閉を検出する方法 

例３ シャッターが閉まっていることでホース

が格納されていることを検出する方法 

第１０－７１図 給油設備の扉による方法の例 



 

 扉開閉検出によりホース等の格納を検出する方法とは認められない例 

 （扉を閉じても隙間からホース等を容易に引き出せる構造の例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （ｲ） 発進防止方法 

 「発進できない装置」は、前（ｱ）ａ、ｂ又はｃによって検出した信号と組み合わ

せて、誤発進を防止するための措置で、以下によること又はこれらと同等の機能を

有する方法とすること。 

     ａ 給油作業に走行用エンジンを使用する車両にあっては、次の走行用エンジンを停

止させる方法又はｂ（a）から（ｄ）までの方法によること。 

    （a） 次の「発進」状態を検出する装置により（b）の方法で停止すること。 

       ① 走行用変速機の中立位置を検出し、変速レバーが中立位置以外の位置に入っ

た場合を「発進」状態とする。 

       ② 駐車ブレーキ又は駐車ブレーキレバーが緩んだ状態を「発進」状態とする。 

       ③ 車輪の回転を一定時間検出した場合を「発進」状態とする。 

       ④ アクセルペダルが踏まれた場合を「発進」状態とする。 

       ⑤ クラッチペダルが踏まれた場合を「発進」状態とする。 

       ⑥ ＰＴＯ切替レバーがＯＦＦの位置に入った場合を「発進」状態とする（ＰＴ

Ｏ切替レバーがＯＦＦに入らないと発進できない車両の場合）。 

     （b） 停止させる方法 

       ① 点火栓を使用するエンジンの場合は、点火用又は点火信号用電気回路を開く

ことによる。 

       ② 点火栓を使用しないエンジンの場合は、燃料又は吸入空気の供給を遮断する

か又はデコンプレッションレバーの操作による。 

       ③ 電動車の場合は、動力用又は動力制御用電気回路を開くことによる。 

     ｂ 給油作業に走行用エンジンを使用しない車両にあっては、前ａ（b）による走行用

エンジンを停止させる方法、次の方法又はこれらと同等の機能を有する方法による

こと。 

第１０－７２図 給油設備の扉による方法として認められない例 



 

     （a） エンジンの動力を伝えるクラッチを切る方法 

 クラッチブースターを作動させてクラッチを切り、エンジンからの動力伝達

を遮断する方法による。 

     （b） エンジンの回転数を増加することができない構造とする方法 

 アイドリング状態でアクセルペダルをロックし、エンジンの回転数を上げる

ことができない方法による。 

     （c） 変速レバーを中立位置以外に入らないようにする方法 

 中立位置に変速レバーをロックして、エンジンからの動力伝達を遮断する方

法による。 

     （d） 車輪等のブレーキをかける方法 

 給油ホース等が適正に格納されていない場合、車輪又は動力伝導軸にブレー

キをかける方法であるが、走行時は自動的に作用を解除する装置を設けること

ができる。 

   （ｳ） 誤発進防止装置の解除装置 

 緊急退避のため、誤発進防止装置を一時的に解除する装置を設けることができる。 

 なお、解除装置は、次による。 

     ａ 操作は、車両の運転席又は機械室で行うことができるものであること。 

     ｂ 解除時は、赤色灯が点灯するか（点滅式も可）又は運転席において明瞭に認識

できる音量の警報音を発すること（断続音も可とする。）。 

     ｃ 赤色灯は、運転席から視認できる位置に設けること。 

   ウ 給油設備（危省令第２４条の６第３項第３号、第２６条第３項第６号ハ） 

 給油設備とは、次のエからカに適合するものであり、航空機又は船舶に燃料を給油す

るための設備で、ポンプ、配管、ホース、弁、フィルター、流量計、圧力調整装置、機

械室（外装）等をいい、燃料タンク及びリフター等は除く。 

 また、給油ホース車の給油設備にはインテークホースを含むものとし、その構成例は、

次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   エ 配管の材質及び耐圧性能（危省令第２４条の６第３項第３号イ、第２６条第３項第６

号ハ） 

 水圧試験を行う配管とは、給油時燃料を吐出する主配管でポンプ出口から下流給油ホ

第１０－７３図 給油ホース車インテークホースの例 



 

ース接続口までの配管とする。ただし、給油ホース車は、インテークホース接続口から

下流給油ホース接続口までを配管として取り扱うものとする。 

 配管構成の一部に使用するホースには、危省令第２４条の６第３項第３号イの規定は、

適用しない。 

   （ｱ） 配管材質 

 配管材質は、金属製のものとする。 

   （ｲ） 耐圧性能 

     ａ 水圧試験の方法 

 配管の水圧試験は、水、空気又は不活性ガス等を使用し、配管に所定の圧力を加

え、漏れ、変形がないことを確認するものであること。 

 なお、組立前の単体でも行うことができる。 

     ｂ 最大常用圧力 

 最大常用圧力とは、リリーフ弁のあるものにあっては設定値におけるリリーフ弁

の吹き始め圧力とし、リリーフ弁のないものにあってはポンプ吐出圧力とする。 

   （ｳ） 試験結果 

 水圧試験結果の確認は、配管の製造会社において実施された別記様式１に示す試

験結果書によることができる。 

   オ 給油ホース先端弁と結合金具（危省令第２４条の６第３項第３号ロ、第２４条の６第

３項第５号、第２６条第３項第６号ハ） 

 給油ホース先端弁と航空機の燃料タンク給油口に緊結できる結合金具とを備えた給

油ノズルで、圧力給油を行うことができるものをアンダーウイングノズル（シングルポ

イントノズル）という。 

 航空機の燃料タンク給油口にノズル先端を挿入して注入する給油ノズルで、給油ホー

スの先端部に手動開閉装置を備えたものをオーバーウイングノズル（ピストルノズル）

という。 

 なお、給油ホース先端弁と結合金具については次によること。 

   （ｱ） 材 質 

 結合金具は、給油ノズルの給油口と接触する部分の材質を真ちゅうその他摩擦等

によって火花を発生し難い材料で造られていること。 

   （ｲ） 構造等 

     ａ 使用時、危険物の漏れるおそれのない構造であること。 

     ｂ 給油中の圧力等に十分耐えうる強度を有すること。 

   カ 外装（危省令第２４条の６第３項第３号ハ、第２６条の６第３項第６号ハ） 

 外装とは、給油設備の覆いをいい、外装に塗布する塗料、パッキン類、外装に附随す

る補助部材及び表記の銘板等は含まれない。 

   （ｱ） 外装に用いる材料は、難燃性を有するものであること。 

   （ｲ） 難燃性を有する材料とは、危省令第２５条の２第４号に規定する難燃性を有する材

料と同趣旨のものであること。 



 

   キ 緊急移送停止装置（危省令第２４条の６第３項第４号） 

 緊急移送停止装置は、給油タンク車から航空機又は船舶への給油作業中に給油燃料の

流出等、事故が発生した場合、直ちに給油タンク車からの移送を停止するために設ける

もので、電気的、機械的にエンジン又はポンプを停止できる装置であること。 

 なお、緊急移送停止装置は、次の（ｱ）及び（ｲ）に適合するものであること。 

   （ｱ） 緊急移送停止方法 

     ａ 車両のエンジンを停止させる方法による場合は、イ（ｲ）ａ（b）による。 

     ｂ ポンプを停止させる方法による場合は、ポンプ駆動用クラッチを切ることによる。 

   （ｲ） 取付位置 

 緊急移送停止装置の停止用スイッチ又はレバー（ノブも含む。）の取付位置は、給

油作業時に操作しやすい箇所とすること。 

   ク 自動閉鎖の開閉装置（危省令第２４条の６第３項第５号、第２６条第３項第６号ハ） 

 開放操作時のみ開放する自動閉鎖の開閉装置とは、次に掲げる機能及び構造で給油作

業員が操作をやめたときに自動的に給油を停止する装置であり、いわゆるデッドマンコ

ントロールシステムのことをいう。 

 また、航空機に燃料を給油する給油タンク車でオーバーウイングノズルによって給油

するものにあっては、手動開閉装置を開放した状態で固定できない装置をいうものであ

ること。 

   （ｱ） 機能 

 デッドマンコントロールシステムの機能は、次によること。 

     ａ デッドマンコントロールシステムは、給油作業員がコントロールバルブ等を操作

しているときのみ給油されるものであり、操作中給油作業を監視できる構造となっ

ていること。 

     ｂ 給油作業員がデッドマンコントロールシステムによらずに給油できる構造であ

ってはならない。ただし、航空機に燃料を給油する給油タンク車で手動開閉装置を

開放した状態で固定できないオーバーウイングノズルとアンダーウイングノズル

とを併用できる構造のものにあっては、オーバーウイングノズル使用時にデッドマ

ンコントロールシステムを解除することができるものとすることができる。 

   （ｲ） 構造 

     ａ 操作部の構造 

 流量制御弁の操作部は、容易に操作できる構造であること。制御弁をコントロー

ルする操作部における信号としては、空気、電気、油圧などが使用される。 

なお、操作部は、操作ハンドル等を開放状態の位置で固定できる装置を備えたも

のであってはならない。 

     ｂ デッドマンコントロールシステム 

 デッドマンコントロールシステムによる場合の例を下記に示す。 

 

 



 

 例１ 空気式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 例２ 電気式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 例３ ポンプ停止方式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ケ 給油ホース静電気除去装置（危省令第２４条の６第３項第６号、第２６条第３項第６

号ホ） 

 静電気除去装置とは、給油ホースの先端に蓄積された静電気を導電性の機器又は導線

等を用いて除去するとともに、併せて導線等を用いて航空機又は船舶と接続し、双方間

の電位差をなくすために使用する装置をいう。 

   （ｱ） 給油タンク車等の静電気除去 

第１０－７４図 デッドマンコントロールシステム系統例 



 

     ａ 給油ノズルは、導電性のゴム層又は導線を埋め込んだ給油ホースと電気的に接続

されていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ｂ 給油ノズルと給油ホース、給油ホースと給油設備は、それぞれ電気的に絶縁され

ていない構造であること。 

     ｃ 給油タンク車に設けられた接地導線又は給油ホース車のホース機器に設けられ

た接地導線は、給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を兼ね

ることができる。 

   （ｲ） 航空機又は船舶との接続 

     ａ 給油タンク車と航空機又は船舶との接続及び給油ホース車と航空機との接続の

ため、先端にクリップ、プラグ等を取り付けた合成樹脂等の絶縁材料で被覆した導

線を設けること。 

     ｂ 導線は、損傷を与えることのない巻取装置等に収納されたものであること。 

   コ 給油ホース耐圧性能（危省令第２４条の６第３項第７号、第２６条第３項第６号ハ） 

   （ｱ） 試験圧力 

 給油ホースの試験圧力は、当該給油タンク車又は給油ホース車の給油ホースにか

かる最大常用圧力の２倍以上の圧力（水圧試験）とすること。 

   （ｲ） 試験結果 

 給油タンク車又は給油ホース車の給油ホースの水圧試験の結果の確認は、給油ホ

ースの製造会社において実施された別記様式２による水圧試験結果書によることが

できる。 

   サ 引張力による給油ホースからの漏れ防止等の措置（危省令第２４条の６第３項第８号） 

 船舶に燃料を給油する給油タンク車には、当該給油タンク車へ著しい引張力を加えず、

かつ、給油ホース等の破断、機器の破損等による危険物の漏れを防止する措置として、

2,000Ｎ以下の力によって離脱する安全継手を給油ホースに設けること。 

 なお、安全継手は、結合金具の付近等有効に作動する位置に取り付けること。 

 

 

例１ 導電性のゴム層を設けた例 例２ 導線を埋め込んだ例 

第１０－７５図 静電気を導通させる給油ホースの例 



 

 (6) バキューム方式 

 バキューム方式の移動タンク貯蔵所を設ける場合は、(2)を準用（ソの混載に係る事項を

除く。）するほか、次によるものであること。 

 なお、バキューム方式の移動タンク貯蔵所とは、製造所等の廃油、廃酸を回収する産業廃

棄物処理車であって、当該移動貯蔵タンクに危険物を積載する場合は、減圧（真空）により

吸入し、かつ、移動貯蔵タンクから危険物を取り出す場合は、当該貯蔵所のポンプにより圧

送又は自然流下する方式のものをいう。 

   ア 貯蔵し又は取り扱うことができる危険物は、引火点が 70℃以上の廃油等に限ること。 

   イ 許可の際は、特に次の点に留意すること。 

   （ｱ） 申請書の貯蔵所の区分欄には「移動タンク貯蔵所（バキューム方式）」と記入され

ていること。 

   （ｲ） タンクの減圧機能については、自主検査により行うものとし、申請書の「その他必

要な事項」欄にその旨が記入されていること。 

   （ｳ） 危険場所以外で使用する旨が、申請書の「その他必要な事項」欄に記入されている

こと。 

   ウ 移動貯蔵タンクには吸上自動閉鎖装置（廃油等を当該貯蔵タンクに吸入し、一定量に

達すると自動的に弁が閉鎖し、廃油等がそれ以上当該タンクに流入しない構造のもの）

が設けられ、かつ、当該吸上自動閉鎖装置が作動した場合に、その旨を知らせる設備（音

響又は赤色ランプの点灯等）が容易に覚知できる位置に設けられていること。 

   エ 完成検査時には、吸上自動閉鎖装置の機能試験を行うこと。 

   オ ホースの先端には、石等の固形物が混入しないように網等が設けられていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記様式１ 

給油タンク車配管水圧試験結果書 

年   月   日 

車 名 及 び 型 式  

製 造 事 業 所 名  

試 験 に 使 用 し た 流 体 

（水、空気、不活性ガス、他） 

 

配 管 材 質  

最 大 常 用 圧 力  Ｍ Ｐ ａ  

試験圧量（ＭＰａ、最大常用

圧力×1.5以上） 

 

加 圧 時 間 

（１０分間以上） 

 

試 験 結 果  

試 験 年 月 日  

試 験 実 施 者 氏 名 印 

備 考  

 

 

別記様式２ 

給油タンク車（給油ホース車）給油ホース耐圧試験結果書 

年   月   日 

車 名 及 び 型 式  

製 造 事 業 所 名  

試 験 に 使 用 し た 流 体 

（水、空気、不活性ガス、他） 

 

配 管 材 質  

最 大 常 用 圧 力  Ｍ Ｐ ａ  

試験圧量（ＭＰａ、最大常用

圧力×2.0以上） 

 

加 圧 時 間 

（１０分間以上） 

 

試 験 結 果  

試 験 年 月 日  

試 験 実 施 者 氏 名 印 

備 考  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

第１１ 屋外貯蔵所 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第１１ 屋外貯蔵所（危政令第１６条） 

 

 

１ 技術基準の適用 

 屋外貯蔵所は、貯蔵する危険物の種類、貯蔵形態に応じ、技術上の基準の適用が法令上、次

のように区分される。 

 

 

区 分 危政令 危省令 

容器に収納して貯蔵するもの 16 Ⅰ 24 の 10 40 の２ 

 高引火点危険物 16 Ⅰ ＋ Ⅲ 24の 12 

 第二類の危険物のうち引火性個体（引火点が

21℃未満のものに限る。）又は第四類の危険物

のうち第１石油類若しくはアルコール類を貯

蔵するもの 

16 Ⅰ ＋ Ⅳ 24の 13 
 

 

塊状の硫黄等を容器に収納しないで貯蔵するもの 16 Ⅰ ＋Ⅱ 16 24 の 11 

注 算用数字は条、ローマ数字は項を表している。 

 

 

２ 位置、構造及び設備の基準 

 (1) 危険物を容器に収納して貯蔵する屋外貯蔵所（危政令第１６条第１項） 

   ア 保安距離 

 第３「製造所」の例（５(1)カを除く。）によること。 

   イ 地盤面 

   （ｱ） 危政令第１６条第１項第２号に規定する「湿潤でなく、かつ、排水のよい場所」と

は、容器の腐食を防止するため、地盤面の高さを周囲の地盤面より高くするととも

に、コンクリート舗装を行うか、又は土砂若しくは砕石等で固める等の措置を講じ

た場所をいうものであること。 

   （ｲ） 地盤面をコンクリート等で舗装したものにあっては、排水溝及びためます若しくは

油分離装置を設けるよう指導する。 

   ウ 保有空地 

 第３「製造所」の例（５(2)カ及びキを除く。）によること。 

   エ 標識、掲示板 

 第３「製造所」の例によること。 

   オ 容器の積み重ね高さ及び架台の構造 

   （ｱ） 容器の積み重ね高さとは、最下段の容器の底面から最上段の容器の上面までの高さ

第１１－１表 各種屋外貯蔵所に適用される基準 



 

をいう。 

   （ｲ） 危省令第２４条の１０第１項第３号に規定する「架台の高さ」は、地盤面から架台

の最上段までの高さとすること（第１１－１図参照）。 

   （ｳ） 架台の構造は、第５「屋内貯蔵所」の例によること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   カ 消火設備 

     屋外に設置する第４種又は第５種の消火設備は、専用の収納箱等に収めるなど腐食防

止措置を講じるように指導する。 

     また、腐食しやすい環境にあるものは、努めて蓄圧式とするように指導すること。 

 (2) 塊状の硫黄等のみの屋外貯蔵所（危政令第１６条第２項） 

 危政令第１６条第１項第３号の適用については、原則として囲いは同号の「さく等」に

含まれるものではないが、囲いの相互間のうち硫黄等を貯蔵し、又は取り扱う場所の外縁

部分にさく等を設ければ足りるものであること。 

 (3) 高引火点危険物の屋外貯蔵所 

 高引火点危険物のみを貯蔵する屋外貯蔵所は、危政令第１６条第１項の基準又は危政令

第１６条第３項に規定する基準のいずれかを選択してもよいものであること。 

 (4) 引火性固体（引火点が 21℃未満のものに限る）、第１石油類又はアルコール類を貯蔵し、

又は取り扱う屋外貯蔵所 

   ア 危省令第２４条の１３第１号に規定する「当該危険物を適温に保つための散水設備等」

には、屋外貯蔵所の付近に水道栓等を配置して、施設全域に散水できるものが該当する

こと。 

 なお、気温が 30℃に達する場合には、散水等により適切に冷却できる管理体制を確保

すること。 

   イ 危省令第２４条の１３第２号に規定する油分離装置を油分離槽とする場合の槽数は、

第１１－１図 架台の高さ 



 

４連式を指導すること。 

 (5) タンクコンテナによる危険物の貯蔵 

   ア 基本事項 

 第５「屋内貯蔵所」２(3)アの例によること。 

   イ 位置、構造及び設備の基準 

 危険物（消防法別表に掲げる第二類危険物のうち硫黄、硫黄のみを含有するもの若し

くは引火性固体（引火点が 21℃以上のものに限る。）又は第四類の危険物のうち第２石

油類、第３石油類、第４石油類若しくは動植物油類）をタンクコンテナに収納して屋外

貯蔵所に貯蔵する場合の当該屋外貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準、消火設

備の技術上の基準並びに警報設備の技術上の基準は、危政令第１６条（第１項第４号及

び第２項を除く。）、第 20条及び第 21条の規定の例によること。ただし、危政令第１６

条第１項第３号のさく等の周囲に保有することとされる空地については、次に掲げる貯

蔵形態に応じ、各表に定める幅の空地とすることができるものであること。 

   （ｱ） 高引火点危険物のみを貯蔵する場合 

 次の表に掲げる区分に応じ、それぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。 

区 分 空地の幅 

指定数量の倍数が 200以下の屋外貯蔵所 ３ｍ以上 

指定数量の倍数が 200を超える屋外貯蔵所 ５ｍ以上 

 

   （ｲ） 前（ｱ）以外の場合 

 次の表に掲げる区分に応じ、それぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。 

区 分 空地の幅 

指定数量の倍数が 50以下の屋外貯蔵所 ３ｍ以上 

指定数量の倍数が 50を超え 200以下の屋外貯蔵所 ６ｍ以上 

指定数量の倍数が 200を超える屋外貯蔵所 10ｍ以上 

 

   （ｳ） タンクコンテナに収納した危険物と容器に収納した危険物を同一の貯蔵所におい

て貯蔵する場合は、タンクコンテナに収納した危険物の倍数に応じ（ｱ）若しくは前

（ｲ）の規定により必要とされる幅の空地又は容器に収納した危険物の倍数に応じ危

政令第１６条第１項第４号若しくは危省令第２４条の１２第２項第２号の規定によ

り必要とされる幅の空地のいずれか大なるものを保有すること。 

 なお、それぞれの貯蔵場所は、ライン等により明確に区分するよう指導する。 

   ウ 危険物をタンクコンテナに収納して屋外貯蔵所に貯蔵する場合の貯蔵及び取扱いの

技術上の基準は、危政令第２４条、第２５条及び第２６条第１項（第１号、第１号の２、

第６号の２、第１１号及び第１１号の３に限る。）の規定の例によるほか、次によるも

のであること。 

 この場合、「容器」を「タンクコンテナ」と読み替えるものとすること。 



 

   （ｱ） タンクコンテナ相互間には、漏れ等の点検ができる間隔を保つこと。 

   （ｲ） 第５「屋内貯蔵所」２(3)ウ（ｱ）ｄ、ｅ、ｆ、ｇの例による。 

   エ トレーラーを補助脚により固定した場合には、トレーラーにタンクコンテナを積載し

たままの状態で貯蔵することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


